
戦
国
・
秦
代
の
県

一
県
廷
と
「
官
」
の
関
係
を
め
ぐ
る
一
考
察
一

土

口

史

記

門
要
約
】
　
戦
国
末
期
か
ら
秦
代
に
か
け
て
の
県
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
か
ら
睡
虎
地
秦
簡
が
法
制
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
て
い
た
が
、
近
年
の
里
耶
秦

簡
の
出
土
に
よ
っ
て
行
政
運
用
の
実
態
面
を
も
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
と
り
わ
け
、
県
令
・
丞
・
令
史
が
構
成
す
る
県
廷
と
、
そ
の
下
で
実
務

を
担
当
す
る
諸
部
局
で
あ
る
「
官
」
の
区
別
が
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
従
来
の
所
説
は
、
こ
の
県
廷
と
「
官
」
と
を
自
律
し

た
別
個
の
組
織
と
捉
え
、
そ
れ
ら
の
間
の
「
距
離
」
を
専
ら
強
調
し
て
き
た
。
し
か
し
県
廷
・
「
官
」
の
問
に
「
距
離
」
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら

は
行
政
機
関
と
し
て
ひ
と
つ
の
複
合
体
を
成
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
こ
れ
を
成
立
せ
し
め
た
条
件
こ
そ
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
で
は
、
県
行

政
の
一
体
性
を
支
え
た
の
は
県
廷
の
「
官
」
に
対
す
る
絶
対
優
位
構
造
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
①
人
事
権
、
②
連
帯
責
任
、
③
文
書
行
政
回
路
と
い
う
三
つ

の
側
面
か
ら
論
証
す
る
。
出
土
秦
簡
に
よ
っ
て
県
廷
と
「
官
」
の
関
係
は
よ
り
克
明
に
な
り
、
複
数
の
官
衙
が
立
ち
並
ぶ
県
の
政
治
的
景
観
が
浮
か
び
上

が
っ
て
き
た
が
、
県
行
政
は
あ
く
ま
で
県
廷
の
絶
対
優
位
構
造
を
基
調
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
史
林
九
五
巻
一
号
　
一
一
〇
㎜
二
年
一
月

戦国・秦代の県（土口）

は
　
じ
　
め
　
に

中
国
古
代
都
市
に
関
し
て
、
瀬
蹴
譜
単
軸
多
く
の
人
が
ま
ず
想
起
す
る
の
は
宮
崎
市
定
氏
の
都
市
国
家
論
で
あ
ろ
う
。
本
稿
も
や
は
り
そ
こ

か
ら
説
き
起
こ
す
こ
と
と
し
た
い
。
氏
は
段
末
か
ら
春
秋
期
に
か
け
て
を
都
市
国
家
の
時
代
、
戦
国
期
を
領
土
国
家
の
時
代
、
秦
早
期
を
大
帝

国
時
代
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
提
唱
し
た
。
そ
れ
は
氏
の
い
く
つ
か
の
論
文
で
繰
り
返
し
提
示
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
都
市
国
家
の
問
題
に
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「
正
面
か
ら
取
り
組
む
機
会
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
が
、
『
史
林
隠
第
三
三
巻
第
二
号
（
一
九
五
〇
年
）
「
古
代
都
市
国
家
問
題
専
号
」
所
載
、

「
中
国
上
代
は
封
建
制
か
都
市
国
家
か
」
（
宮
崎
市
定
～
九
九
一
所
収
）
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
専
ら
「
都
市
国
家
」
の
時
代
す
な
わ
ち
春
秋
期

が
扱
わ
れ
た
。
続
い
て
都
市
国
家
論
の
「
第
二
段
階
」
（
同
書
「
自
賊
」
）
と
し
て
、
「
中
国
に
お
け
る
聚
落
形
体
の
変
遷
に
つ
い
て
」
（
初
出
　
九

五
七
年
、
同
書
所
収
）
に
お
い
て
は
、
上
古
無
数
に
存
在
し
た
都
市
国
家
が
、
累
代
に
は
そ
の
等
級
に
応
じ
て
県
・
郷
・
聚
・
亭
へ
と
再
編
成
さ

れ
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
県
・
郷
・
聚
・
亭
は
い
ず
れ
も
城
郭
都
市
で
あ
り
、
そ
の
内
部
は
里
と
し
て
区
画
さ
れ
、
農
民
す

ら
そ
こ
に
集
住
し
、
城
外
に
居
住
す
る
者
は
極
め
て
稀
、
そ
の
た
め
中
国
古
代
の
都
市
は
「
農
業
都
市
」
と
し
て
の
性
格
を
強
く
帯
び
て
い
た

と
さ
れ
る
。

　
宮
崎
「
都
市
国
家
論
」
は
政
治
的
・
軍
事
的
な
農
業
都
市
と
し
て
中
国
古
代
の
都
市
を
捉
え
た
。
し
か
し
佐
原
康
夫
二
〇
〇
二
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
こ
れ
で
は
農
民
集
落
ま
で
も
が
す
べ
て
「
都
市
」
と
括
ら
れ
て
し
ま
い
、
集
落
一
般
と
何
ら
区
別
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
中
国
古
代
都
市
を
い
か
に
定
義
す
べ
き
か
、
佐
原
康
夫
二
〇
〇
二
（
三
～
九
頁
）
は
そ
の
指
標
と
し
て
集
落
の
軍
事
・
行
政
的
地
位
を

挙
げ
、
「
地
域
の
軍
事
・
行
政
の
中
心
と
な
る
官
僚
組
織
が
置
か
れ
、
か
つ
行
政
的
に
管
理
さ
れ
た
市
場
の
機
構
を
持
っ
た
城
郭
集
落
を
、
都

市
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
に
は
、
県
以
上
の
役
所
の
置
か
れ
る
と
こ
ろ
は
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
都
市
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
」

と
述
べ
る
。

　
確
か
に
、
貨
幣
鋳
造
や
兵
器
製
造
・
管
理
が
県
の
名
義
で
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
各
種
の
出
土
文
字
資
料
か
ら
明
ら
か
で
あ
り
、
特
に
戦
国
中

期
以
降
に
は
そ
れ
を
監
督
す
る
官
僚
機
構
が
一
定
の
制
度
的
均
質
性
を
伴
っ
て
配
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
行
政
的
・
政
治

的
都
市
と
し
て
の
戦
国
県
に
は
一
定
数
の
非
農
業
従
事
者
が
恒
常
的
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
端
的
に
示
す
。

　
人
口
統
計
や
経
済
規
模
に
関
す
る
均
質
か
つ
信
頼
し
う
る
資
料
を
欠
く
中
国
古
代
史
の
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
行
政
上
の
等
級
を
「
都
市
」
の

指
標
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
当
面
最
善
の
策
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
（
岳
慶
平
・
張
継
海
二
〇
〇
五
）
。
た
だ
し
こ
れ
ま
た
宮
崎
氏
が
指
摘
し
た

よ
う
に
、
戦
国
期
に
お
い
て
も
な
お
多
数
を
占
め
た
の
は
微
力
な
「
農
業
都
市
」
で
あ
っ
た
（
宮
崎
衛
定
一
九
九
～
、
一
七
八
頁
）
。
氏
は
郡
や
県
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戦国・秦代の県（土［コ）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

な
ど
の
政
治
的
行
政
的
等
級
が
戸
口
数
と
対
応
す
る
の
は
後
漢
以
降
の
こ
と
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
行
政
的
な
等
級
に
は
必
ず
し
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

都
市
の
戸
口
数
や
経
済
規
模
が
適
切
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
そ
の
点
は
個
々
の
事
例
に
則
し
て
検
証
し
て
い
く
他
な
い
だ
ろ
う
。

本
稿
も
六
型
以
上
を
都
市
と
す
る
定
義
に
従
う
が
、
そ
れ
は
政
治
的
行
政
的
観
点
に
偏
重
し
た
線
引
き
と
な
る
危
険
性
を
常
に
孕
む
こ
と
に
留

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
て
、
漢
王
朝
成
立
よ
り
ほ
ど
な
く
、
高
祖
劉
邦
は
父
太
上
皇
の
郷
愁
を
慰
め
ん
と
し
て
、
故
郷
豊
県
を
再
現
し
た
都
市
「
新
豊
」
を
関
中

に
建
設
す
る
。
そ
の
経
緯
は
い
く
つ
か
の
文
献
に
見
え
る
が
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
『
漢
書
』
高
帝
紀
・
応
勘
注
、

　
太
上
皇
思
土
し
て
豊
に
蹄
ら
ん
と
欲
し
、
高
祖
乃
ち
更
め
て
城
・
寺
・
市
・
里
を
築
く
こ
と
豊
縣
の
如
く
し
、
号
し
て
新
豊
と
日
う
。
豊
の
民
を
干
し
て

　
以
て
之
を
充
實
す
。

を
挙
げ
て
お
こ
う
。
こ
れ
に
よ
る
と
新
た
に
建
設
さ
れ
た
新
豊
州
に
は
、
「
城
（
城
壁
）
」
「
寺
（
官
衙
）
」
「
市
（
市
場
）
」
「
黒
（
居
住
区
）
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

う
要
素
が
備
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
当
時
の
県
（
県
城
）
が
旦
ハ
贅
し
た
基
本
要
素
で
あ
り
、
戦
国
・
秦
代
に
遡
っ
て
も
さ
し
た
る
変
化
を
認

め
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
本
稿
が
焦
点
と
す
る
の
は
そ
の
う
ち
の
「
寺
」
で
あ
る
。
行
政
的
等
級
に
よ
っ
て
「
都
市
」
の
線
引
き
を
す
る
な
ら
ば
、
県
以
上
・
以
下
の

明
白
な
違
い
と
は
、
「
寺
」
す
な
わ
ち
官
衙
の
規
模
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
都
市
国
家
論
」
は
、
県
・
郷
・
亭
に
等
級
の
別
は
認
め
つ
つ
も
、

い
ず
れ
も
都
市
国
家
の
遺
制
と
し
て
の
城
郭
都
市
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
行
政
機
構
の
規
模
及
び
機
能
に
着
目
し
た
と
き
、
そ

れ
ら
の
間
の
差
異
は
到
底
捨
象
で
き
な
い
。
次
章
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
県
治
に
は
県
令
・
丞
・
令
史
な
ど
で
構
成
す
る
「
豊
熟
」
と
、
そ
の

下
で
実
務
を
担
当
す
る
「
官
」
が
組
み
合
わ
さ
り
、
い
わ
ば
官
衙
の
複
合
体
を
形
成
し
て
い
た
。
一
方
、
下
位
の
行
政
単
位
た
る
郷
に
も
郷
密

夫
は
じ
め
官
吏
は
設
置
さ
れ
る
が
、
県
の
「
官
」
に
相
当
す
る
実
務
握
当
部
署
は
設
置
さ
れ
ず
、
あ
く
ま
で
「
官
」
の
支
所
が
設
け
ら
れ
た
に

留
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
県
の
姿
は
近
年
の
出
土
文
字
資
料
に
よ
っ
て
よ
り
精
緻
に
捉
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
戦
国
末
期
か
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ら
統
一
秦
に
わ
た
る
出
土
秦
簡
を
利
用
し
つ
つ
、
硝
煙
・
「
窟
偏
か
ら
な
る
官
衙
複
合
体
と
し
て
の
県
の
様
相
及
び
そ
れ
ら
の
関
係
を
把
握
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
①
　
成
～
農
二
〇
一
〇
も
漢
代
に
お
い
て
行
政
的
な
等
級
が
必
ず
し
も
都
市
の
規
模

　
　
と
相
関
し
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　
②
池
田
雄
＝
δ
〇
二
（
二
四
一
～
二
四
三
頁
）
も
ま
た
帯
代
中
城
に
関
し
て
、

　
　
商
業
的
な
視
点
や
農
村
の
戸
口
数
と
の
対
比
か
ら
「
都
市
」
と
称
す
る
こ
と
を
肯

　
　
画
す
る
。

③
都
市
の
定
義
に
関
し
て
は
考
古
学
か
ら
の
理
論
的
研
究
が
活
発
で
あ
る
が
、
主

　
た
る
聴
代
対
称
が
本
稿
と
重
な
ら
な
い
た
め
、
逐
一
取
り
上
げ
は
し
な
い
。
な
お

　
岡
村
秀
典
二
〇
〇
四
は
金
文
資
料
か
ら
西
周
王
都
の
性
格
を
、
①
数
カ
所
に
王
宮

　
や
役
所
が
分
散
、
②
王
権
に
奉
仕
す
る
た
め
の
門
百
工
」
と
呼
ば
れ
る
手
工
業
者
、

　
③
貢
納
物
を
納
め
る
倉
庫
群
、
④
王
権
に
奉
仕
す
る
族
集
団
が
集
住
、
⑤
王
権
を

　
再
生
産
す
る
祭
儀
と
再
分
配
、
⑥
軍
縁
の
駐
屯
地
、
と
整
理
し
て
い
る
。
戦
国
期

　
に
つ
い
て
言
え
ば
、
県
㍗
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
も
、
⑤
が
や
や
不
明
な
憾
み
は
あ
る

　
が
、
概
ね
上
記
の
要
素
を
備
え
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。

④
門
城
・
穿
・
街
・
里
」
に
作
る
場
合
も
あ
る
（
㎎
漢
轡
㎞
地
理
志
・
京
兆
舜
の

　
師
古
注
）
。
な
お
「
新
豊
」
の
呼
称
に
つ
い
て
、
『
史
記
』
高
祖
本
紀
が
漢
十
年
の

　
太
上
皇
崩
御
に
続
け
て
「
更
命
脚
邑
日
新
豊
扁
と
述
べ
、
そ
れ
に
対
す
る
凹
史
記

　
正
義
隔
「
按
、
聖
子
灘
邑
築
城
寺
、
徒
野
子
嚢
之
、
未
改
其
名
、
太
上
皇
崩
後
、

　
命
日
新
豊
扁
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
灘
邑
に
豊
県
に
擬
し
た
都
市
が
建
設
さ
れ
た

　
後
、
太
上
皇
の
死
去
に
伴
っ
て
そ
こ
が
「
新
豊
」
と
改
称
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

⑥
郷
水
木
…
二
〇
〇
八
第
一
章
第
二
節
「
官
寺
的
建
築
格
局
」
は
両
漢
代
の
県
城
官

　
衙
に
つ
い
て
整
理
し
て
い
る
。

8　（8）

第
一
章
　
秦
簡
よ
り
み
た
県
官
衙
の
様
相
　
　
出
土
資
料
と
そ
の
「
現
場
」
i

　
秦
代
に
お
け
る
県
に
関
す
る
基
本
資
料
は
、
『
漢
書
』
百
官
公
卿
管
下
に
「
秦
官
」
「
軍
制
」
と
し
て
記
さ
れ
る
次
の
条
で
あ
る
。

　
　
縣
令
・
長
は
皆
な
秦
官
な
り
。
其
の
縣
を
掌
治
す
。
…
…
平
な
丞
・
尉
有
り
。
秩
四
百
石
よ
り
二
百
石
に
至
る
ま
で
、
是
れ
長
吏
と
遣
す
。
百
石
以
下
、
斗

　
　
食
・
佐
史
の
秩
有
り
、
暴
れ
少
吏
と
回
す
。
同
率
十
里
一
亭
、
亭
に
長
有
り
。
十
亭
一
郷
、
郷
に
三
老
・
有
年
・
畜
夫
・
游
微
有
り
。
三
老
は
教
化
を
掌
り
、

　
　
喪
炎
は
訟
を
聴
き
、
賦
税
を
牧
む
る
を
職
る
。
游
微
は
微
姦
し
賊
盗
を
禁
ず
。
…
…
皆
な
秦
制
な
り
。

だ
が
こ
れ
は
あ
く
ま
で
粗
々
の
ス
ケ
ッ
チ
で
し
か
な
い
。
現
在
で
は
出
土
傷
産
に
よ
っ
て
詳
細
な
情
報
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
と

り
わ
け
百
官
表
の
記
述
に
登
場
し
な
い
県
属
吏
の
姿
が
見
え
て
き
た
こ
と
は
特
筆
に
値
す
る
。

　
そ
れ
を
出
土
秦
簡
に
よ
っ
て
考
察
す
る
前
に
、
秦
簡
に
記
さ
れ
た
法
律
は
、
ま
た
行
政
実
務
は
、
現
実
に
い
か
な
る
「
場
」
で
運
用
さ
れ
た
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図一　睡虎地塊墓と雲夢楚王城（孝感地区博物館1991）

図二　宜城楚皇城（楚皇城考吉発掘隊1980）
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図三　里耶古城（湖南省文物考古研究灰編2007）

の
か
。
そ
れ
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
ま
ず
は
睡
虎
地
回
簡
で
あ
る
。
一
九
七
五
年
、
湖
北
省
雲
山

県
樹
下
地
十
一
号
秦
墓
よ
り
出
土
し
た
そ
れ
は
、
近
三
十
年
余

り
の
戦
国
・
秦
史
研
究
の
中
心
資
料
で
あ
っ
た
。
同
秦
墓
の
下

葬
年
代
は
、
「
編
年
記
」
の
最
終
年
次
で
あ
る
始
皇
三
十
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

（
前
二
一
七
）
を
さ
ほ
ど
離
れ
な
い
。
だ
が
簡
に
は
恵
文
君
十

三
年
（
前
三
二
五
）
の
称
王
以
前
と
見
ら
れ
る
古
い
語
彙
も
記

載
さ
れ
る
。
「
編
年
記
」
に
よ
れ
ば
、
墓
主
で
あ
る
警
は
、
秦

の
安
陸
県
令
史
な
ど
を
経
て
最
終
的
に
は
郡
県
の
令
史
と
し
て

治
獄
に
携
わ
っ
た
。
よ
っ
て
彼
の
副
葬
品
た
る
睡
虎
子
秦
簡
、

な
か
ん
づ
く
秦
律
は
、
戦
国
・
秦
代
に
お
け
る
県
の
旧
史
が
参

照
し
た
法
律
の
一
部
で
あ
る
。

　
喜
は
少
な
く
と
も
安
陸
、
郡
の
両
県
で
勤
務
し
た
。
秦
代
安

陸
墨
に
当
た
る
楚
王
城
遺
趾
は
、
湖
北
省
雲
夢
県
城
関
に
位
置

し
、
戦
国
～
秦
漢
期
と
さ
れ
る
城
踏
の
規
模
は
東
西
二
〇
五
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

m
、
南
北
約
＝
一
〇
〇
m
で
あ
る
（
図
一
）
。
ま
た
郡
県
は
現

在
の
湖
北
省
宜
城
県
東
南
に
位
置
し
、
東
西
南
北
城
培
そ
れ
ぞ

れ
二
〇
〇
〇
m
、
一
八
四
〇
m
、
～
五
〇
〇
m
、
一
〇
八
O
m

で
あ
る
（
図
二
）
。
「
編
年
記
」
に
は
、
喜
の
没
年
よ
り
二
年
を

10　（10）
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遡
る
始
皇
帝
二
八
年
の
欄
に
「
今
（
始
皇
帝
）
過
熱
陸
」
と
あ
る
た
め
、
晩
年
の
喜
は
郡
令
史
を
引
退
し
て
ふ
た
た
び
馬
陸
に
戻
り
、
隠
居
生

活
の
さ
な
か
に
始
皇
帝
の
巡
幸
に
接
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
睡
虎
地
秦
律
は
あ
く
ま
で
県
の
官
吏
が
そ
の
職
務
上
必
要
な
限
り
に
お
い
て
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
江
村
治
樹
二
〇
〇
〇
、
六
九
三
頁
）
。

そ
れ
は
秦
代
法
制
の
一
級
資
料
で
あ
る
こ
と
に
違
い
な
い
が
、
あ
く
ま
で
静
態
的
な
法
制
文
書
で
あ
り
、
文
書
行
政
の
運
用
面
に
関
す
る
情
報

を
欠
く
。
こ
れ
に
対
し
て
二
〇
〇
三
年
に
そ
の
一
部
が
公
表
さ
れ
た
里
耶
秦
簡
の
価
値
は
、
第
一
に
そ
れ
が
戦
国
末
期
か
ら
罪
代
に
か
け
て
の

遷
陵
県
（
洞
庭
郡
所
属
）
に
お
い
て
実
際
に
扱
わ
れ
た
行
政
文
書
！
厳
密
に
は
そ
の
控
え
を
含
む
　
　
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
秦
王

政
二
五
年
か
ら
二
世
皇
帝
二
年
（
前
二
二
二
～
前
二
〇
八
）
と
い
う
里
耶
秦
簡
の
時
代
幅
（
公
表
の
簡
に
限
る
）
は
、
悪
書
異
言
簡
と
も
一
部
重
な

る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
岩
代
の
法
制
史
料
と
行
政
文
書
と
い
う
相
互
に
補
い
合
う
二
種
類
の
資
料
が
獲
得
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
「
現
場
」
懸
想
古
城
は
、
湖
南
省
龍
山
県
界
耶
鎮
に
位
置
し
、
も
と
楚
に
属
し
た
が
、
秦
代
は
洞
庭
郡
下
の
遷
陵
県
治
と
な
る
。
県
治

と
は
い
え
、
殖
財
（
戦
国
中
期
～
前
漢
）
の
規
模
は
南
北
一
二
〇
・
四
m
、
東
西
一
〇
三
～
　
〇
七
m
（
い
ず
れ
も
歯
周
河
の
外
辺
よ
り
）
と
、
当
時

と
し
て
は
最
小
ク
ラ
ス
で
あ
る
（
図
三
）
。
た
だ
し
一
般
居
住
区
は
城
培
内
に
限
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
城
培
内
に
は
製
陶
工
房
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

兵
舎
と
推
定
さ
れ
る
遺
構
が
残
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は
官
府
の
み
を
集
中
さ
せ
た
内
城
と
し
て
の
性
格
を
有
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
①
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
整
理
小
組
一
九
九
〇
（
三
頁
）
は
こ
の
年
を
喜
の
没
年
と
す
　
　
に
は
一
暦
の
論
証
を
要
す
る
。
本
稿
は
定
説
に
従
う
。

　
　
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
二
重
の
城
塘
を
持
ち
、
内
城
が
黒
耶
故
城
と
同
等
規
模
の
も
の
に
河
南
省
商
水

　
②
湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
等
～
九
九
四
、
孝
感
地
区
博
物
館
一
九
九
～
参
照
。
　
　
県
扶
蘇
城
遺
舐
（
戦
国
～
秦
漢
代
）
が
あ
る
。
外
城
東
西
八
○
O
m
、
南
北
五
〇

　
　
な
お
楚
王
城
遺
趾
を
郡
県
治
と
み
る
定
説
に
対
し
、
馬
彪
二
〇
＝
a
・
同
b
は
　
　
　
　
　
O
m
と
内
城
二
五
〇
m
四
方
（
早
宮
署
」
と
さ
れ
る
）
は
陽
城
県
（
漢
代
汝
南
郡
〉

　
　
そ
れ
は
郡
県
治
で
は
な
く
禁
苑
で
あ
り
、
ま
た
雲
鳥
沢
官
署
の
性
格
も
兼
ね
た
と
　
　
　
　
　
に
比
定
さ
れ
て
い
る
（
豊
水
県
文
物
管
理
委
員
会
一
九
八
三
）
。
黄
盛
璋
｝
九
八

　
　
主
張
す
る
。
龍
山
岡
秦
簡
の
記
載
等
か
ら
禁
苑
が
当
時
の
安
陸
県
域
内
に
存
在
し
た
　
　
　
　
　
八
も
内
城
に
は
官
府
の
み
が
あ
っ
た
と
推
定
す
る
。

　
　
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
楚
王
城
遺
肚
自
体
を
「
郡
県
治
で
は
な
い
」
と
す
る
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第
二
章
　
秦
簡
に
み
え
る
県
官
衙
i
「
廷
」
と
「
官
府
」
一

［
　
「
官
」
に
つ
い
て

　
次
に
書
簡
に
即
し
て
県
官
衙
に
関
わ
る
記
述
を
見
て
い
き
た
い
。
な
お
睡
立
地
・
里
耶
墨
壷
の
簡
番
号
は
そ
れ
ぞ
れ
戸
前
地
崩
墓
竹
簡
整
理

小
組
一
九
九
〇
（
以
下
「
整
理
小
組
」
）
・
湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
編
二
〇
〇
七
に
従
う
。
翻
訳
・
解
釈
は
睡
轟
轟
秦
簡
で
は
鵠
巳
ω
④
ぞ
禽
O
O
。
窃

（
以
下
R
C
L
）
、
蓋
置
秦
簡
で
は
里
下
秦
簡
講
読
会
二
〇
〇
四
、
そ
の
他
先
行
論
文
の
意
見
を
参
照
し
た
が
、
行
論
調
特
に
重
要
な
語
彙
以
外

は
一
々
注
記
し
な
い
。

　
さ
て
炭
山
茂
二
〇
〇
一
が
既
に
注
意
し
て
い
る
よ
う
に
、
睡
虎
地
塁
簡
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
廷
（
県
廷
）
が
「
官
府
」
と
は
区
別
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

お
り
、
そ
れ
は
一
般
名
詞
と
し
て
で
は
な
く
、
狭
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
縣
鍛
敢
檀
壌
更
公
舎
・
官
府
及
廷
。
雌
鳥
欲
壌
更
毅
（
也
）
、
必
鰍
之
。
欲
以
外
旦
春
益
爲
公
舎
・
官
府
及
補
繕
之
、
爲
之
、
勿
溝
。
（
秦
律
十
八
種

　
一
ト
。
一
～
一
旨
）

　
　
県
で
は
公
舎
・
官
府
お
よ
び
廷
を
ほ
し
い
ま
ま
に
壊
し
た
り
作
り
替
え
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
そ
う
し
た
い
場
合
に
は
、
必
ず
上
級
機
関
に
申
請

　
　
す
る
こ
と
。
城
旦
春
を
動
員
し
て
公
舎
・
官
府
を
増
築
し
た
り
補
修
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
行
っ
て
も
よ
い
、
申
請
は
不
要
。

県
の
「
公
舎
」
「
官
府
」
「
廷
」
に
工
事
を
施
す
際
の
規
定
で
あ
る
が
、
「
官
府
」
と
「
廷
」
と
は
、
建
築
物
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

　
　
②

わ
か
る
。
さ
ら
に
、
官
制
面
で
も
廷
と
官
府
と
は
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
次
の
簡
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

　
母
敢
以
火
入
城
（
藏
）
府
・
書
府
中
。
吏
已
収
減
（
藏
）
、
窟
二
夫
血
書
夜
更
行
宮
。
母
火
、
難
山
門
戸
。
令
令
史
循
其
廷
府
。
（
秦
律
十
八
種
一
⑩
刈
）

　
　
火
を
も
っ
て
蔵
府
・
三
皇
の
な
か
に
入
っ
て
は
な
ら
な
い
。
吏
が
収
蔵
を
終
え
た
ら
、
官
倉
夫
お
よ
び
吏
は
夜
に
交
替
で
官
を
巡
視
す
る
こ
と
。
火
の
気

　
　
が
な
け
れ
ば
、
門
戸
を
閉
じ
る
こ
と
。
令
史
に
は
廷
の
府
を
巡
視
さ
せ
る
。
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官
薔
夫
・
吏
は
「
官
」
を
、
令
史
は
「
廷
」
の
府
を
巡
回
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
宮
雀
と
そ
の
巡
視
対
象
と
の
対
応
が
明
確
で
あ
る
。
「
官
薔

失
」
が
夜
間
巡
視
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
「
官
」
と
は
、
官
薔
夫
が
挺
当
す
る
部
局
の
官
衙
を
指
し
、
一
方
、
悲
史
が
巡
視
す
る
の
は

「
廷
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
県
に
は
大
き
く
分
け
て
官
二
夫
の
所
属
す
る
「
官
」
と
令
史
の
所
属
す
る
「
（
県
）
廷
」
と
い
う
二
種
の
勤
務

　
　
　
　
　
③

場
所
が
あ
っ
た
。

　
「
官
」
と
「
廷
」
に
つ
い
て
は
、
睡
虎
地
秦
簡
に
基
づ
い
て
そ
の
姿
が
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
先
行
研
究
を
参
照
し
つ
つ
、
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
「
官
」
は
県
行
政
の
実
務
を
担
当
す
る
、
諸
部
局
の
こ
と
を
指
す
。
倉
・
司
空
・
田
な
ど
が
そ
れ

に
当
た
り
、
そ
の
長
は
「
嘗
薔
夫
（
憲
夫
）
」
と
呼
ば
れ
る
。
官
密
夫
に
つ
い
て
は
、
従
来
も
秦
律
中
の
「
薔
夫
」
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て

取
り
上
げ
ら
れ
、
富
薔
夫
が
県
の
各
部
局
す
な
わ
ち
「
官
」
の
長
官
で
あ
る
こ
と
は
既
に
確
認
さ
れ
て
い
る
（
装
錫
圭
一
九
九
二
、
四
三
四
頁
）
。

以
下
、
こ
う
し
た
県
の
実
務
担
当
部
局
を
「
官
」
と
表
記
す
る
。

　
官
薔
夫
に
つ
い
て
、
文
献
史
料
か
ら
わ
か
り
や
す
い
例
を
挙
げ
れ
ば
、
王
隆
撰
『
漢
官
黒
黒
』
（
孫
星
街
艶
本
）
に
、

　
少
官
齎
央
、
各
お
の
其
の
職
を
檀
に
す
。

　
　
　
（
胡
広
注
）
倉
・
庫
・
少
内
奮
夫
の
驕
、
各
お
の
自
ら
其
の
皆
野
の
職
製
す
る
所
を
檀
に
す
る
を
謂
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
あ
る
。
こ
れ
は
漢
制
で
あ
り
、
「
少
量
覇
業
」
は
百
石
以
下
の
下
級
役
人
と
さ
れ
る
が
（
裏
庭
圭
一
九
九
二
、
四
四
四
頁
）
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
署

内
で
「
職
を
檀
に
す
」
る
ト
ッ
プ
の
地
位
に
あ
っ
た
。
そ
の
官
欝
欝
に
は
属
官
と
し
て
佐
・
史
が
置
か
れ
た
。

　
入
禾
、
萬
石
一
積
而
比
黎
之
爲
戸
、
及
追
尊
日
、
立
華
禾
若
干
石
、
倉
齎
央
某
・
佐
某
・
史
某
・
召
人
某
。
（
敷
律
培
～
ω
一
）

　
　
穀
物
を
納
入
す
る
と
き
は
、
一
万
石
を
一
積
と
し
て
配
列
し
て
戸
［
と
い
う
単
位
］
と
し
、
「
某
唐
の
穀
物
若
干
石
、
倉
番
書
影
・
佐
某
・
史
某
・
稟
人

　
　
某
」
と
［
帳
簿
に
］
登
記
す
る
こ
と
。

に
は
、
倉
と
い
う
「
官
」
の
構
成
員
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
魔
人
は
穀
物
支
給
担
当
者
で
あ
る
た
め
倉
に
特
有
と
す
れ
ば
、
「
官
」
の

基
本
的
な
構
成
員
と
し
て
薔
夫
・
佐
・
史
が
抽
出
で
き
る
。
ま
た
、
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都
官
有
秩
吏
及
離
早
苗
夫
、
養
各
一
人
、
其
佐
・
史
與
華
墨
。
…
（
中
略
）
…
小
官
自
爆
炎
者
、
以
此
予
僕
・
車
牛
。
（
秦
律
十
八
種
詞
～
謹
）

　
　
都
南
の
有
秩
吏
、
お
よ
び
県
官
沓
炎
に
は
、
炊
事
担
当
者
各
～
人
と
し
、
そ
の
佐
・
史
は
［
長
官
と
］
炊
事
担
当
者
を
共
有
す
る
。
…
（
中
略
）
…
小
官

　
　
で
薔
夫
が
い
な
い
も
の
は
、
こ
の
基
準
に
応
じ
て
僕
・
車
牛
を
与
え
る
。

に
は
、
都
官
や
離
州
薔
夫
に
は
養
（
炊
事
担
当
者
）
や
僕
、
車
牛
な
ど
が
所
属
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
後
半
の
「
小
官
母
駅
夫
者
」
に

明
ら
か
な
よ
う
に
、
小
規
模
の
官
に
は
商
夫
が
置
か
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
仲
山
茂
二
〇
〇
一
の
言
う
通
り
佐
・
史
の
み
が
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
「
勲
章
薔
夫
」
と
は
、
都
（
県
治
）
か
ら
は
「
離
」
れ
た
地
域
、
す
な
わ
ち
郷
に
駐
在
す
る
「
離
官
」
の
音
夫

　
　
　
　
　
⑥

の
こ
と
を
い
う
。
「
都
倉
・
庫
・
田
・
亭
薔
夫
坐
其
離
官
話
於
郷
者
、
画
論
・
丞
。
」
（
敷
畳
認
一
α
ω
）
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
「
都
倉
・
田
・

亭
薔
夫
」
に
対
し
て
「
離
官
」
が
存
在
し
て
い
た
。

　
こ
れ
と
似
た
表
現
に
「
離
邑
」
が
あ
り
、
こ
れ
は
郷
の
こ
と
を
指
す
。
つ
ま
り
「
離
邑
」
に
駐
在
す
る
「
官
」
が
先
の
「
離
官
」
で
あ
る
。

　
是
縣
入
之
、
縣
薔
夫
若
丞
及
倉
・
八
相
雑
以
封
印
之
、
而
遺
倉
軍
夫
及
離
邑
墨
筆
主
導
者
各
一
戸
、
以
氣
（
饒
）
人
。
（
敷
銭
卜
。
。
。
～
卜
。
O
）

　
　
県
が
［
登
記
し
終
え
た
穀
物
を
］
納
入
し
、
県
二
夫
も
し
く
は
丞
と
倉
、
郷
と
が
共
同
し
て
こ
れ
を
封
印
し
、
倉
畜
夫
お
よ
び
離
邑
の
倉
佐
で
食
料
支
給

　
　
を
担
当
す
る
者
に
各
一
戸
を
与
え
、
そ
こ
か
ら
人
々
に
支
給
す
る
。

こ
こ
に
は
「
離
邑
倉
佐
」
と
い
う
「
離
官
」
が
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
条
文
に
お
い
て
は
、
県
治
か
ら
離
れ
た
郷
に
は
官
田
夫
で
は
な
く

「
佐
し
の
み
が
駐
在
し
、
穀
物
支
給
を
損
当
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
は
夙
に
睡
割
地
秦
簡
に
基
づ
く
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
こ
と
だ
が
、
里
沖
繋
簡
に
は
「
官
」
の
吏
員
数
を
列
挙
し
た
ら
し
き
内
容

の
木
腰
が
あ
る
。

　
口
薗
八
人
　
司
空
三
人

　
目
囲
内
七
人
（
⑤
○
。
〉
）

こ
れ
で
「
官
」
所
属
の
吏
員
数
す
べ
て
だ
と
い
う
保
証
は
な
い
が
、
人
数
か
ら
み
て
県
単
・
郷
を
含
め
た
華
魁
県
全
体
に
所
属
す
る
「
官
」
の
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戦国’秦代の県（土口）

人
数
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
各
「
官
」
の
長
た
る
官
沓
夫
は
～
人
以
下
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
簡
の
人
数
は
宮
薔
夫
以
下
の
佐
・
史
や
「
離

官
」
を
も
含
ん
で
い
た
と
見
る
の
が
妥
当
な
た
め
で
あ
る
。

　
妻
壁
夫
は
様
々
な
呼
称
で
資
料
に
表
れ
る
。
青
木
俊
介
二
〇
〇
五
は
、
主
に
里
耶
秦
簡
に
見
え
る
「
○
主
」
・
「
○
守
」
が
、
「
○
薔
夫
」
と

同
じ
く
宮
薔
夫
を
表
す
と
み
な
し
、
ま
た
「
曇
空
騰
」
の
ご
と
き
「
部
局
名
＋
人
名
」
も
官
思
夫
を
指
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
結
論
と
し
て

は
異
論
無
い
が
、
少
し
く
議
論
を
補
っ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
「
○
守
」
が
真
官
な
の
か
守
宮
（
秦
簡
で
は
専
ら
「
代
理
扁
の
意
）
な
の
か
と
い
う

問
題
に
つ
い
て
、
青
木
氏
は
裏
錫
圭
一
九
九
二
に
基
づ
き
「
○
守
」
と
は
「
○
守
箇
夫
」
で
あ
り
、
亡
妻
だ
と
認
識
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

て
郷
水
木
…
二
〇
〇
八
（
五
九
～
六
二
頁
）
は
、
「
○
守
」
を
真
官
と
み
な
す
。
郷
氏
は
「
守
」
が
「
長
官
」
と
い
う
意
味
を
有
し
た
こ
と
か
ら

「
○
守
」
も
「
官
」
の
長
宮
、
す
な
わ
ち
官
畜
夫
で
あ
っ
て
代
理
の
意
味
で
は
な
い
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
は
簡
単
に
首
肯
で
き
な
い
。
郷
氏

の
挙
げ
る
よ
う
に
「
県
名
＋
守
」
が
確
実
に
県
令
を
指
す
こ
と
は
、
そ
れ
が
丞
と
並
列
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
た
め
問
題
な
い
。
だ
が
こ
れ
を
よ

り
下
級
の
「
官
」
に
敷
街
す
る
に
は
慎
重
を
要
す
る
。
「
「
官
」
名
＋
守
」
が
明
ら
か
に
真
金
の
官
選
夫
で
あ
る
事
例
は
な
お
得
ら
れ
て
い
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

か
ら
で
あ
る
。
私
見
で
は
「
「
官
」
名
＋
守
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
「
郷
」
一
文
字
で
「
二
五
夫
」
を
表
す
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
、
む
し
ろ

「
守
」
の
前
の
一
字
の
み
で
既
に
「
官
」
の
長
、
つ
ま
り
官
漏
電
（
不
在
の
場
合
は
佐
）
を
示
す
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
に
さ
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

「
守
」
が
付
く
な
ら
、
「
「
官
」
名
＋
守
」
は
や
は
り
守
官
と
な
ろ
う
。

　
ま
た
「
○
主
」
に
つ
い
て
、
確
か
に
「
0
」
が
曇
空
や
倉
と
い
っ
た
「
官
」
名
で
あ
れ
ば
結
果
的
に
官
薔
夫
を
指
す
こ
と
も
あ
る
。
だ
が
官

名
に
付
け
ら
れ
る
「
主
」
は
主
管
者
・
責
任
者
の
意
で
は
な
く
、
文
書
の
受
信
者
に
対
し
て
敬
意
を
表
す
接
尾
の
語
で
あ
る
（
鷹
取
祐
司
二
〇

〇
八
）
。
里
耶
聖
女
の
「
○
主
」
の
用
例
に
お
い
て
も
、
「
0
」
～
字
が
既
に
「
官
」
の
長
を
示
し
て
い
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二
　
「
廷
」
に
つ
い
て

秦
簡
で
は
県
令
・
丞
・
令
史
を
中
心
と
す
る
県
行
政
の
中
枢
を
指
し
て
「
廷
」
（
県
廷
）
と
称
す
る
。
令
・
丞
は
県
行
政
の
頂
点
に
位
置
す
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　　廷県
丞

　
　
令

●　●　・　響一　一

三

信
望禽「官」

一章一

世

一郷一

離官

．
圏

二四　，［　91〈廷と「官」

る
県
の
長
官
・
次
官
で
あ
り
、
こ
こ
で
詳
し
く
説
明
す
る
必
要
は
な
い

だ
ろ
う
。
ま
た
令
史
が
県
廷
に
所
属
し
た
こ
と
は
先
に
見
た
通
り
で
あ

る
。
そ
こ
で
引
用
し
た
簡
で
は
令
史
が
廷
内
の
府
の
巡
視
に
当
た
っ
て

い
た
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
文
書
作
成
や
そ
の
管
理
に
携
わ
る
書
記
官

（
史
）
と
し
て
の
性
格
を
有
し
、
そ
の
職
掌
は
広
範
に
渡
る
。
と
り
わ
け

睡
虎
地
秦
簡
「
封
診
式
」
に
令
史
は
頻
見
し
、
司
法
案
件
に
関
わ
る
実

況
見
分
な
ど
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
仲
山
茂
二
〇
〇
一

の
整
理
に
従
え
ば
、
そ
れ
は
令
・
丞
に
直
属
し
て
手
手
を
職
場
と
す
る

属
吏
で
あ
り
、
司
法
実
務
お
よ
び
各
「
官
」
へ
の
監
督
を
主
要
職
務
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

し
、
令
丞
の
腹
心
と
も
い
う
べ
き
立
場
に
あ
っ
た
。

　
な
お
県
廷
の
範
囲
に
つ
い
て
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
里
耶
秦

簡
の
記
述
か
ら
「
官
」
の
一
定
の
独
立
性
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

そ
こ
か
ら
県
廷
の
範
囲
が
逆
照
射
さ
れ
る
と
い
う
過
程
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
そ
の
範
囲
が
認
知
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
次
節
に
詳
述
）
。
今

後
の
資
料
の
増
加
に
よ
っ
て
そ
れ
が
よ
り
明
確
に
な
る
こ
と
が
望
ま
れ

る
が
、
現
時
点
で
は
右
の
よ
う
に
い
わ
ば
間
接
的
な
過
程
に
よ
っ
て
の

み
県
廷
の
範
囲
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
留
意
が
必
要
で

あ
る
。
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三
　
「
官
」
と
県
廷
と
の
区
分

戦国・秦代の県（土日）

　
里
耶
秦
簡
の
出
土
に
よ
っ
て
「
官
」
に
対
す
る
我
々
の
知
見
は
増
大
し
た
。
な
か
で
も
、
青
木
俊
介
二
〇
〇
五
は
、
「
官
」
か
ら
県
盲
あ
て

に
文
書
が
送
ら
れ
て
い
た
点
に
注
目
し
、
「
官
」
と
県
廷
と
の
あ
い
だ
に
一
定
の
空
間
的
・
制
度
的
「
距
離
」
が
存
在
す
る
と
い
う
興
味
深
い

指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

　
滑
年
九
月
丙
辰
朔
本
図
、
田
官
守
敬
謹
言
之
。
常
日
、
令
伝
票
描
記
船
、
弗
予
、
護
臼
亡
、
亡
不
定
需
、
論
及
護
問
。
不
亡
、
定
護
者
讐
、
遣
悪
世
。
（
◎

　
⑩
。
。
一
》
）

　
　
　
［
始
皇
］
三
〇
年
九
月
一
四
日
、
田
官
守
の
敬
が
申
し
上
げ
ま
す
。
［
県
］
廷
が
仰
る
に
は
、
「
居
貨
の
目
に
船
を
取
り
に
い
か
せ
た
が
、
渡
さ
ず
、
偽
っ

　
　
て
失
っ
た
と
い
っ
た
が
、
失
っ
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
論
断
し
、
広
く
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
。
失
っ
て
な
い
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、

　
　
偽
証
し
た
者
を
確
定
し
て
貨
罪
と
し
、
［
県
］
廷
に
連
行
さ
せ
よ
」
と
の
こ
と
。

こ
こ
で
は
、
「
田
懸
守
」
な
る
宮
平
岸
が
県
廷
に
対
し
て
文
書
で
連
絡
し
て
い
る
。
さ
ら
に
同
簡
に
は
ま
た
「
章
章
壬
、
操
田
田
廷
（
佐
の
壬
を

つ
か
わ
し
、
副
本
を
持
っ
て
［
県
］
廷
に
伺
わ
せ
ま
す
ご
と
の
文
言
も
あ
り
、
背
面
に
は
受
領
記
録
「
九
月
庚
午
旦
、
佐
壬
以
來
（
＠
Φ
。
。
影
ご
と
、

田
官
な
る
「
官
」
の
佐
が
文
書
送
達
に
あ
た
っ
た
こ
と
を
も
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
冒
頭
の
文
書
作
成
日
で
あ
る
九
月
丙
辰
朔
己
巳
（
一
四
日
）

か
ら
文
書
が
到
着
し
た
九
月
庚
午
旦
（
～
五
日
）
ま
で
一
日
を
要
し
て
い
る
。
こ
の
事
例
の
よ
う
に
「
官
」
か
ら
県
廷
へ
と
即
座
に
文
書
が
届

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

か
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
の
官
衙
に
一
定
の
距
離
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
睡
聖
地
秦
律
に
お
い
て
公
舎
・
官

府
・
廷
が
建
築
物
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
た
前
述
の
事
実
と
呼
応
す
る
。

　
さ
ら
に
青
木
氏
は
両
者
間
の
制
度
的
「
距
離
」
を
指
摘
す
る
。
「
官
」
側
が
「
廷
曰
く
、
…
…
」
や
「
廷
御
史
の
書
を
下
し
…
…
」
な
ど
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

表
現
し
て
い
る
こ
と
に
、
「
官
」
自
身
と
県
廷
と
を
区
別
す
る
意
識
を
読
み
取
り
、
機
構
と
し
て
制
度
的
に
区
別
さ
れ
て
い
た
と
述
べ
る
。

　
青
木
氏
は
以
上
の
よ
う
に
県
廷
と
「
官
」
と
の
空
間
的
・
制
度
的
「
距
離
」
を
論
じ
た
。
従
来
よ
り
意
識
さ
れ
て
は
い
た
県
廷
と
「
官
」
と
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の
区
別
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
、
三
業
秦
簡
を
利
用
し
て
こ
れ
を
よ
り
克
明
に
し
た
点
に
そ
の
意
義
は
あ
る
。
だ
が
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の

は
、
制
度
的
「
距
離
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
青
木
氏
は
さ
ら
に
論
を
進
め
て
「
「
官
」
は
令
・
丞
の
指
示
を
直
接
に
受
け
る
も
の
で
は
な
く
、

県
廷
機
関
の
外
郭
に
位
置
し
、
相
対
的
に
独
立
性
の
強
い
存
在
で
あ
っ
た
」
と
す
る
。
こ
の
「
独
立
性
」
と
は
具
体
的
に
何
を
指
す
の
だ
ろ
う

か
。
青
木
氏
は
県
廷
の
構
成
員
ら
し
き
金
布
や
主
戸
な
る
官
員
が
「
結
腸
と
一
体
化
」
し
て
い
る
こ
と
に
対
比
し
て
右
の
よ
う
に
述
べ
る
の
み

で
あ
り
、
「
独
立
性
」
の
内
容
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

　
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
青
木
氏
が
参
照
し
て
い
る
仲
山
茂
二
〇
〇
～
で
は
、
県
の
「
官
」
と
曹
と
を
比
較
し
、
前
者
が
独
立
し
た
機
関
の
長

と
し
て
県
令
等
と
同
格
の
官
印
を
有
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
令
丞
の
補
佐
的
地
位
の
た
め
独
自
の
官
印
も
有
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
取
り
上

げ
、
「
官
偏
の
「
独
立
性
」
の
強
さ
を
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
仲
山
氏
の
主
眼
は
「
宮
」
と
漢
学
以
降
の
曹
と
の
比
較
に
あ
る
た
め
、
「
官
」
の

「
独
立
性
」
と
い
っ
て
も
あ
く
ま
で
曹
に
対
置
し
た
際
の
相
対
的
な
評
価
で
し
か
な
く
、
こ
こ
で
も
「
独
立
性
」
の
内
容
が
明
確
で
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
「
官
」
の
「
独
立
性
」
に
つ
い
て
は
実
証
的
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
県
官
と
「
官
」
と
の
制
度

的
「
距
離
」
を
過
大
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
、
県
廷
の
指
令
を
受
け
て
各
種
の
実
務
を
担
当
す
る
「
官
」
に
「
独
立
性
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

認
め
て
い
て
は
、
県
と
し
て
の
一
体
性
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
は
し
ま
い
か
。

　
そ
こ
で
県
の
姿
を
よ
り
正
確
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
県
廷
と
「
官
」
と
の
間
に
「
距
離
」
が
存
在
し
つ
つ
も
、
な
お
県
と
し
て
の
　
体
化

し
た
行
政
が
成
り
立
っ
た
事
情
を
探
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
。
県
廷
・
「
官
」
の
間
に
は
「
距
離
」
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
行
政
機
関
と
し

て
ひ
と
つ
の
複
合
体
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
成
立
せ
し
め
た
条
件
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

①
門
吏
凶
事
干
官
府
、
欝
坐
伍
人
不
當
。
飛
膜
」
（
法
律
答
問
｝
繍
）
と
あ
る
よ

　
う
に
、
「
官
府
」
に
出
仕
す
る
吏
は
生
活
空
間
を
本
来
の
「
伍
」
と
は
異
に
す
る

　
こ
と
が
あ
っ
た
（
黙
黙
早
旦
〇
＝
）
。
こ
れ
は
広
義
の
「
窟
府
」
の
事
例
で
あ

　
る
。

②
漢
代
に
お
い
て
も
令
長
の
勤
務
す
る
廷
と
属
吏
の
勤
務
ス
ペ
ー
ス
と
は
「
閤

　
門
」
に
よ
っ
て
空
間
的
に
隔
て
ら
れ
た
（
佐
原
康
夫
二
〇
〇
二
、
一
三
六
頁
）
。

③
こ
う
し
た
「
窟
扁
と
県
南
と
の
区
別
は
漢
書
ま
で
は
確
認
で
き
る
。
二
年
律
令

　
「
當
牧
者
、
令
獄
史
與
官
脚
夫
吏
雑
封
之
、
上
澄
物
数
縣
廷
、
親
臨
計
」
（
牧
律

　
一
謬
）
。

④
　
張
家
由
漢
簡
「
二
年
律
令
」
秩
律
に
司
兜
干
田
と
い
っ
た
、
秦
律
の
官
奮
夫
と

18　（18）



　
共
通
す
る
官
職
名
が
見
ら
れ
る
が
、
秩
次
は
い
ず
れ
も
百
石
を
越
え
、
所
属
の
県

　
の
等
級
に
応
じ
、
百
六
十
石
、
二
百
石
、
二
百
五
十
石
と
や
や
幅
を
持
っ
た
秩
次

　
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

⑤
前
漢
後
期
だ
が
塩
鉄
官
の
都
官
－
離
官
関
係
も
同
じ
く
、
離
官
は
長
を
欠
き
、

　
丞
以
下
し
か
置
か
れ
な
い
。
干
振
歳
事
〇
〇
四
お
よ
び
高
村
武
幸
二
〇
〇
八
（
二

　
四
五
頁
）
参
照
。

⑥
前
漢
初
期
に
は
都
窟
の
離
官
が
見
ら
れ
る
（
二
年
律
令
・
具
律
δ
鼻
「
諸
都
官

　
令
、
長
、
丞
行
離
官
…
…
」
）
。
秦
も
同
様
と
思
わ
れ
る
が
、
資
料
中
に
直
接
の
例

　
は
見
あ
た
ら
な
い
。

⑦
⑤
O
＞
「
啓
陵
霜
曇
（
馬
治
二
〇
〇
七
は
擁
と
す
る
）
含
量
之
」
、
㊥
頴
日
〉

　
門
啓
陵
郷
貫
真
言
之
」
は
い
ず
れ
も
「
郷
＋
人
名
｝
で
郷
二
夫
を
示
し
て
い
る

　
（
馬
恰
二
〇
〇
七
）
。
す
な
わ
ち
前
者
は
「
郷
薔
艶
事
〕
、
後
者
は
門
島
齎
夫
夫
」

　
と
な
る
。
こ
う
し
た
官
職
名
の
省
略
に
つ
い
て
は
劉
楽
賢
二
〇
〇
七
が
近
年
出
土

　
の
資
料
を
集
め
て
い
る
。

⑧
里
耶
秦
簡
に
見
え
る
「
守
」
を
単
純
に
「
代
理
」
と
捉
え
て
よ
い
の
か
は
不
明

　
で
あ
る
。
睡
虎
地
秦
簡
に
は
明
ら
か
に
代
理
と
し
て
の
「
守
」
が
見
え
る
の
は
確

　
か
だ
が
、
そ
れ
を
里
耶
秦
簡
に
も
適
用
で
き
る
の
か
、
な
お
検
討
を
必
要
と
す
る

　
（
胡
平
生
・
李
天
虹
二
〇
〇
四
、
三
〇
九
頁
）
。

⑨
秦
簡
中
の
首
骨
に
つ
い
て
は
予
豪
亮
一
九
八
五
（
一
〇
九
頁
）
・
徐
富
臼
翌
九

　
九
三
（
三
七
八
～
三
八
○
頁
）
を
参
照
。
ま
た
劉
向
明
二
〇
Q
九
は
睡
虎
地
秦

　
簡
・
張
家
山
漢
簡
に
見
え
る
県
令
史
を
、
吉
川
佑
資
二
〇
〇
八
は
辺
境
漢
簡
に
見

　
え
る
結
晶
を
検
討
し
て
い
る
。

⑩
た
だ
し
「
官
」
か
ら
廷
へ
の
文
書
が
当
画
調
に
届
く
事
例
も
あ
る
（
㊥
覇
卜
・
、

　
少
内
↓
廷
）
。
ま
た
文
書
の
日
付
と
、
そ
れ
が
当
日
内
に
発
送
さ
れ
た
か
は
別
問

　
題
で
あ
り
、
発
送
か
ら
到
着
ま
で
の
紀
聞
が
常
に
簡
の
記
述
に
反
映
さ
れ
る
と
は

　
限
ら
な
い
。

⑪
青
木
俊
介
二
〇
〇
五
は
「
縣
薔
夫
若
丞
及
倉
、
白
痴
離
以
印
之
」
（
秦
律
十
八

　
種
凶
な
ど
）
の
条
文
を
挙
げ
、
「
雑
」
が
「
複
数
官
署
の
共
同
扁
を
意
味
す
る
こ

　
と
か
ら
、
こ
れ
を
以
て
県
廷
（
県
薔
夫
）
と
「
官
」
（
こ
こ
で
は
倉
）
と
の
制
度

　
漁
区
騨
が
存
在
し
た
論
拠
と
す
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
県
奮
夫
の
み
な
ら
ず
郷
ま

　
で
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
「
雑
」
を
用
い
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
県
廷
と
「
官
」

　
と
の
制
度
的
区
別
の
論
拠
と
は
な
ら
な
い
。

⑫
同
様
の
疑
問
を
紙
屋
正
和
二
〇
〇
九
（
八
三
頁
）
が
前
漢
初
期
に
関
し
て
述
べ

　
て
い
る
。
当
該
論
考
は
若
書
の
「
窟
」
を
論
じ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
県

　
廷
と
は
独
立
別
個
の
機
関
で
あ
る
と
考
え
る
仲
山
茂
二
〇
〇
一
、
青
木
俊
介
工
○

　
〇
五
の
説
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
。

戦国・秦代の県（土［コ）

第
三
章
　
県
廷
と
「
官
」
の
関
係

　
前
章
で
の
問
題
意
識
を
承
け
、
本
章
で
は
県
廷
と
「
官
」
と
の
関
係
を
再
検
討
す
る
。
里
耶
秦
簡
に
よ
っ
て
「
官
」
と
県
廷
と
の
区
別
が
よ

り
克
明
に
な
っ
た
こ
と
は
前
章
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
青
木
俊
介
二
〇
〇
五
は
仲
山
茂
二
〇
〇
一
の
知
見
を
継
承
し
つ
つ
、
こ
の
問
題
に
一

定
の
前
進
を
も
た
ら
し
た
が
、
な
お
県
内
に
お
け
る
「
官
」
の
位
置
づ
け
に
問
題
を
残
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
「
密
」
と
宮
薔
夫
に
つ
い
て
は
、
「
工
夫
」
研
究
の
一
環
と
し
て
研
究
の
蓄
積
が
あ
り
、
う
ち
最
も
広
範
に
し
て
重
要
な
研
究
は
裏
錫
圭
一
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九
九
二
だ
が
、
そ
こ
で
も
亡
母
と
「
官
」
と
の
関
係
に
さ
ほ
ど
注
意
は
払
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
従
来
、
「
官
」
を
県
廷
と
切
り
離
し
て
論

じ
る
発
想
自
体
が
そ
も
そ
も
欠
け
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
可
能
と
「
官
」
と
を
切
り
分
け
た
上
で
あ
ら
た
め
て
里
馬
を
見
直
せ
ば
、
そ

れ
ら
の
関
係
を
よ
り
明
確
に
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
以
下
、
両
者
の
関
係
に
重
点
を
置
き
、
単
簡
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
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一
　
県
廷
と
官
奮
夫
の
人
事
権

　
ま
ず
官
三
聖
に
関
す
る
人
事
権
に
つ
い
て
。
両
漢
代
に
お
い
て
、
郡
県
が
そ
の
属
吏
を
任
命
・
罷
免
す
る
権
限
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
文
献

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

史
料
か
ら
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
秦
律
に
は
そ
の
明
文
が
見
ら
れ
る
。

　
懸
・
都
官
・
十
二
郡
免
除
吏
黒
八
・
翠
官
属
、
以
十
二
月
朔
日
免
除
、
盤
三
月
而
止
之
。
其
有
死
亡
及
故
有
央
（
鉄
）
者
、
爲
補
之
、
母
同
時
。
　
遣
吏
律
。

　
　
（
秦
律
十
八
種
一
零
～
騙
○
。
）

　
　
県
・
都
門
・
十
二
郡
が
吏
お
よ
び
佐
・
そ
の
他
諸
々
の
宮
属
を
任
免
す
る
場
合
、
十
二
月
朔
日
よ
り
任
免
を
お
こ
な
い
、
三
月
い
っ
ぱ
い
で
終
了
と
す
る
。

　
　
も
し
死
亡
お
よ
び
何
ら
か
の
事
由
で
欠
員
が
出
た
場
合
に
は
、
随
時
補
任
し
、
規
定
の
任
免
時
期
ま
で
待
つ
必
要
は
な
い
。
松
島
律
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

任
命
対
象
の
「
吏
及
佐
・
漿
官
鷹
」
に
、
官
齎
夫
お
よ
び
そ
の
佐
・
史
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
の
律
は
以
下
の
よ
う
に
続
く
。

　
軍
吏
、
欝
欝
除
之
、
乃
令
習
事
及
遣
之
。
所
不
當
除
而
敢
先
見
事
、
類
別
聴
以
遣
之
、
以
律
翼
壁
。
薔
夫
之
送
（
徒
？
）
見
宣
異
者
、
不
周
囲
其
故
官
佐
吏

　
以
之
新
官
。
　
鷺
吏
律
。
（
秦
律
十
八
種
H
⊆
日
⑩
～
一
8
）

　
　
吏
を
任
命
す
る
と
き
に
は
、
尉
が
任
命
し
お
え
た
の
ち
に
、
職
務
に
就
か
せ
、
ま
た
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
任
命
す
べ
き
で
な
い
の
に
あ
ら
か
じ
め

　
　
職
務
に
就
か
せ
た
り
、
相
互
に
謀
議
し
て
派
遣
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
れ
ば
、
律
に
よ
っ
て
処
断
す
る
。
薔
夫
が
他
の
官
に
移
っ
て
執
務
す
る
際
に
は
、

　
　
前
任
の
官
署
で
の
佐
吏
を
任
命
し
て
新
た
な
官
署
に
連
れ
て
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

冒
頭
「
毎
年
尊
母
除
之
」
部
分
は
説
明
を
要
す
る
。
整
理
小
組
（
五
六
頁
）
は
「
除
吏
・
尉
、
已
除
之
」
（
吏
あ
る
い
は
尉
を
任
命
す
る
と
き
は
、

任
命
し
お
え
た
の
ち
に
…
…
）
と
解
し
て
い
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
で
は
普
通
名
詞
「
吏
」
と
官
名
「
尉
」
と
が
並
列
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
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い
か
に
も
均
衡
を
欠
く
。
な
ぜ
吏
一
般
と
尉
と
が
同
次
元
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
か
説
明
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
R
C
L
（
七
七
頁
）

は
、
勅
任
官
た
る
尉
を
地
方
で
任
命
で
き
た
は
ず
が
な
い
と
し
て
、
誤
字
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
は
原
文
の
ま
ま
「
除
吏
、
尉
已
除
之
（
吏
を
任
命
す
る
と
き
に
は
、
尉
が
任
命
し
お
え
た
の
ち
に
…
…
）
」
と
読
む
べ
き
と

考
え
る
。
と
す
れ
ば
、
尉
が
人
事
に
お
い
て
何
ら
か
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
一
見
奇
異
に
も
思
え
る
。
だ
が
尉
が
県

属
吏
の
人
事
に
関
与
し
た
こ
と
は
、
里
耶
秦
簡
㊥
一
鐙
の
出
現
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　
滑
二
年
正
月
幽
幽
朔
甲
午
、
啓
陵
郷
円
田
言
之
。
成
里
典
・
啓
陵
麗
人
訣
。
志
士
五
成
里
匂
・
成
二
、
［
成
］
爲
典
、
匂
爲
郵
人
。
浮
管
・
尉
以
從
事
、
敢

　
言
之
。
（
㊥
一
鵯
諺
）

　
正
月
鼻
骨
朔
丁
酉
、
聡
警
丞
昌
郡
之
。
啓
陵
廿
七
戸
、
已
有
一
典
、
今
有
（
又
）
除
成
爲
典
、
何
律
令
鷹
。
尉
已
除
成
・
高
膝
伊
藤
郵
人
、
其
以
律
令
。
／

　
氣
手
／
正
月
戊
戌
日
中
、
守
府
快
行
。

　
正
月
丁
酉
旦
食
時
、
隷
妾
再
以
来
。
／
欣
獲
。
　
壬
手
。
（
㊥
一
零
b
d
）

　
　
始
皇
三
十
二
年
正
月
十
七
日
、
啓
陵
郷
齎
夫
で
あ
る
夫
が
申
し
上
げ
ま
す
。
成
の
里
典
と
古
陵
の
郵
人
が
欠
員
の
た
め
、
右
書
で
あ
る
占
奪
の
匂
と
成
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
任
命
し
、
成
は
里
馬
に
、
匂
は
憂
人
と
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
令
・
尉
に
お
か
れ
て
は
そ
の
通
り
実
行
頂
け
ま
す
よ
う
願
い
ま
す
。
以
上
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
正
月
二
十
日
、
遷
陵
丞
の
昌
、
こ
れ
を
却
下
す
る
。
啓
陵
［
郷
］
の
二
十
七
戸
に
は
す
で
に
一
名
の
里
典
が
い
る
と
い
う
の
に
、
今
さ
ら
に
成
を
里
典
に

　
　
任
命
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
い
か
な
る
律
令
に
基
づ
く
と
い
う
の
か
。
尉
は
既
に
成
・
匂
を
啓
陵
郵
人
に
任
命
し
た
。
律
令
の
通
り
執
行
せ
よ
。

　
　
／
氣
手
。
／
正
月
二
十
一
日
、
守
府
の
快
が
発
送
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
正
月
二
十
日
旦
食
時
、
隷
斐
の
再
が
［
遷
陵
県
に
］
持
っ
て
き
た
。
／
欣
が
開
封
。
　
壬
手
。

啓
西
郷
下
の
聖
典
・
懸
人
の
人
選
に
つ
い
て
、
心
血
夫
が
遷
稚
歯
の
令
・
尉
に
推
薦
を
行
う
も
却
下
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
令
と
と
も
に
尉
が
里
典
・
衆
人
の
人
事
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
里
典
・
郵
人
の
人
事
に

限
定
し
た
事
例
だ
が
、
そ
れ
ら
は
と
も
に
軍
政
系
統
で
は
な
い
末
端
官
吏
で
あ
る
。
そ
う
し
た
官
吏
の
人
事
に
尉
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
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こ
の
件
が
何
ら
か
の
事
由
で
尉
を
特
に
必
要
と
し
た
特
殊
事
例
で
は
な
い
こ
と
、
逆
に
言
え
ば
尉
が
広
く
人
事
に
関
与
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

と
す
れ
ば
、
さ
き
の
睡
虎
地
無
簡
・
置
賜
律
「
除
吏
、
尉
已
憂
事
…
…
」
も
ま
た
、
広
く
「
吏
」
一
般
の
任
命
に
尉
が
関
与
し
た
こ
と
を
反
映

し
て
い
る
と
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
た
だ
し
、
人
事
権
が
全
て
尉
に
掌
握
さ
れ
て
い
た
と
は
現
実
的
に
考
え
が
た
い
。
こ
こ
で
成
・
匂
を
啓
陵
無
人
に
任
命
し
た
主
体
は
尉
と
な

っ
て
い
る
が
、
啓
陵
学
事
夫
は
当
初
、
令
と
尉
に
対
し
て
成
・
旬
を
推
薦
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
尉
に
よ
る
単
独
人
事
で
な
か
っ
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
次
の
条
文
も
尉
の
役
割
の
限
定
性
を
窺
わ
せ
る
。

　
官
薔
夫
免
、
□
□
□
口
口
口
□
其
官
志
望
薔
夫
。
過
二
月
弗
遣
薔
夫
、
令
・
丞
一
華
從
令
。
　
内
史
雑
。
（
秦
律
十
八
種
一
。
。
ゆ
）

　
　
爆
傷
夫
が
罷
免
さ
れ
た
場
合
、
…
…
そ
の
官
は
す
み
や
か
に
二
心
を
罎
く
こ
と
。
二
ヶ
月
を
す
ぎ
て
薔
夫
を
置
か
な
け
れ
ば
、
令
・
丞
は
「
不
従
令
」
と

　
　
み
な
す
。
内
史
雑
。

官
音
央
が
罷
免
さ
れ
た
の
ち
、
そ
の
ポ
ス
ト
に
空
白
期
間
が
生
じ
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
も
し
二
ヶ
月
以
上
の
遅
延
が
あ
っ
た
場
合
、
県
令
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

丞
が
連
帯
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
尉
に
は
全
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
薔
夫
人
事
の
ま
さ
に

「
責
任
」
者
が
基
本
的
に
令
・
丞
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
尉
の
関
与
は
副
次
的
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
な
お
本
条
は
富
密

夫
の
後
任
人
事
を
特
に
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
尉
は
官
薔
夫
の
人
事
に
は
関
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
こ
こ
で
は
責
任
を
負
わ
な
い
の
だ

と
い
う
説
明
も
可
能
で
は
あ
る
。
し
か
し
前
掲
の
置
吏
律
は
「
除
吏
、
尉
瞳
子
之
…
…
」
と
、
「
吏
」
一
般
の
任
命
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、

こ
こ
に
は
官
薔
夫
も
含
ま
れ
る
と
理
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
尉
は
広
く
属
吏
の
人
事
に
何
ら
か
の
か
た
ち
で
関
与
し
な
が
ら
も
、
さ
ほ
ど
責
任
は
負
う
必
要
が
な
い
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
後
任
者
の
人
選
や
評
価
と
い
っ
た
根
本
的
な
（
し
た
が
っ
て
責
任
の
伴
う
）
段
階
に
、
尉
が
関

わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
漢
代
で
は
、
二
年
律
令
・
置
吏
律
b
⊃
届
に
、
「
受
（
授
）
爵
画
影
人
、
關
於
尉
（
授
爵
お
よ
び
任
命
の
際
に
は
、
尉
に
報
告
す
る
こ
と
）
」
と
あ
る
。
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戦国・秦代の県（土口）

こ
の
漢
律
に
お
い
て
も
尉
は
単
に
「
報
告
」
さ
れ
る
に
過
ぎ
ず
、
人
事
権
の
強
さ
は
窺
え
な
い
。
こ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
秦
代
県
尉
の
人
事
に

お
け
る
限
定
的
な
役
割
と
は
、
た
と
え
ば
令
・
丞
に
よ
っ
て
人
選
が
決
定
し
た
の
ち
に
そ
の
「
報
告
」
を
受
け
、
そ
れ
を
承
認
す
る
者
と
し
て

名
を
連
ね
る
程
度
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
尉
は
人
事
の
過
程
に
お
い
て
、
最
終
的
で
は
あ
る
が
形
式
的
に
す
ぎ
な
い
手
続
き
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

段
階
の
み
請
け
負
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
官
薔
夫
人
事
に
お
け
る
評
価
・
人
選
と
い
っ
た
根
幹
的
な
部
分
は
令
・
丞
す
な
わ
ち
県
廷
が
担
い
、

責
任
を
負
っ
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
次
に
前
掲
の
睡
虎
地
秦
簡
・
置
吏
律
（
秦
律
十
八
種
一
＄
～
一
8
）
の
後
半
、

　
薔
夫
之
送
（
徒
？
）
見
宣
官
者
、
不
得
除
其
故
官
佐
吏
以
之
新
官
。

　
　
薔
夫
が
他
の
官
に
う
つ
る
と
き
、
前
任
の
と
き
の
藩
吏
を
任
命
し
て
新
た
な
官
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
の
「
華
墨
」
は
「
佐
」
を
下
属
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
官
事
夫
で
あ
る
。
官
事
夫
が
異
動
す
る
場
合
、
前

任
部
署
で
の
佐
を
新
た
な
部
署
で
も
任
命
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
は
様
々
な
目
的
が
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
ま
ず
推
定
さ
れ
る
の

は
、
官
薔
夫
が
そ
の
佐
以
下
の
官
吏
を
引
き
連
れ
て
部
署
を
移
動
す
る
な
ど
し
て
、
長
期
に
わ
た
り
個
人
的
関
係
を
培
い
、
家
臣
的
勢
力
を
構

築
す
る
可
能
性
を
避
け
る
意
図
が
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
（
高
恒
二
〇
〇
八
、
三
一
頁
）
。
先
述
の
よ
う
に
官
厨
夫
の
人
事
権
が
県
廷
に
握
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

て
い
た
一
方
で
、
官
箇
夫
自
身
は
そ
の
配
下
に
対
す
る
人
事
権
を
制
限
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
官
密
夫
を
任
命
す
る
場
合
の
身
分
規
定
に
つ
い
て
明
文
は
な
い
が
、
代
理
を
任
命
す
る
場
合
に
は
一
定
の
爵
位
以
上
の
者
に
限
る
と
い
う
制

限
が
あ
っ
た
。

　
幽
有
興
、
除
守
畜
夫
・
假
佐
居
守
者
、
上
造
以
上
。
不
命
令
、
貨
世
羅
。
（
秦
律
雑
抄
一
～
ら
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
　
軍
事
動
員
に
際
し
て
、
守
畜
夫
や
仮
佐
で
留
守
を
守
る
者
を
任
命
す
る
と
き
は
、
上
造
以
上
で
あ
る
こ
と
。
令
に
従
わ
な
け
れ
ば
、
賀
二
審
。

こ
れ
は
軍
事
動
員
と
い
う
場
面
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の
で
、
一
般
的
な
任
命
と
は
事
情
が
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
押
さ
え
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
場
合
に
官
吏
が
留
守
に
な
れ
ば
、
代
理
（
守
屋
）
と
し
て
上
磯
以
上
の
爵
位
の
人
間
を
任
命
す
る
規
則
と
な
っ
て
い
た
。
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代
理
で
な
い
叢
誌
の
官
薔
夫
の
身
分
規
定
は
こ
れ
と
同
等
か
、
よ
り
厳
し
い
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
県
廷
が
有
す
る
官
地

夫
の
人
事
権
に
つ
い
て
も
、
爵
位
と
い
う
外
形
的
な
基
準
に
一
応
は
縛
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

　
以
上
は
軍
事
動
員
と
い
う
特
別
な
状
況
で
の
任
命
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
た
が
、
ま
た
置
吏
律
に
は
、

　
官
巫
圓
夫
節
（
即
）
不
存
、
令
君
子
母
（
無
）
害
者
若
令
史
守
官
、
尊
卑
二
佐
・
史
守
。
　
琶
吏
律
。
（
農
工
十
八
種
一
①
一
）

　
　
宮
要
望
が
も
し
不
在
と
な
れ
ば
、
君
子
の
業
務
に
支
障
な
い
者
、
も
し
く
は
令
史
を
代
理
と
す
る
こ
と
。
古
筆
・
史
を
代
理
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
置
吏

　
　
律
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
あ
る
。
官
薔
炎
が
何
ら
か
の
理
由
で
不
在
と
な
っ
た
場
合
、
官
畜
夫
の
配
下
で
あ
る
佐
・
史
が
そ
の
代
理
に
就
く
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
、
代
理

と
な
れ
る
の
は
「
君
子
」
も
し
く
は
仁
義
に
限
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
単
に
下
位
の
官
吏
（
佐
・
史
）
に
よ
る
上
位
官
吏
（
官
畜
夫
）
の
代
行
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

禁
止
す
る
と
い
う
意
味
に
留
ま
ら
な
い
。
「
君
子
し
は
さ
て
お
き
、
令
史
は
県
令
丞
の
側
近
と
し
て
、
県
廷
の
主
要
な
構
成
員
で
あ
る
。
こ
れ

は
佐
・
史
つ
ま
り
「
宮
」
内
か
ら
長
官
（
墨
黒
夫
）
代
行
を
選
任
す
る
こ
と
は
許
さ
ず
、
県
廷
直
属
の
令
史
が
官
喬
夫
代
理
と
し
て
派
遣
さ
れ

る
と
い
う
規
定
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
県
廷
に
よ
る
「
官
」
の
統
轄
が
ま
ず
優
先
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
官
薔
夫
不
在
時
に
お
い
て
、
「
官
」

側
の
人
事
面
に
お
け
る
独
立
・
自
由
を
認
め
ず
、
県
廷
が
ま
ず
は
「
宮
」
を
統
御
す
る
と
い
う
構
図
を
こ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

二
　
県
廷
・
官
爾
夫
の
連
帯
實
任

県
廷
が
官
鋸
歯
の
人
事
権
を
有
す
る
以
上
、
正
着
夫
の
過
失
に
対
し
て
県
議
が
連
帯
責
任
を
負
う
こ
と
は
ご
く
当
然
で
あ
る
。

直
濡
夫
貨
二
甲
、
令
・
丞
貨
一
甲
、
官
諺
語
貨
一
読
、
令
・
丞
貨
～
盾
。
其
吏
主
者
坐
以
賀
・
辞
如
官
膏
夫
。
帰
宅
冗
吏
・
令
史
橡
計
者
、
及
都
倉
・
庫
・

田
・
亭
薔
夫
坐
其
離
官
厩
於
郷
者
、
如
令
・
丞
。
（
敷
律
㎝
一
～
㎝
ω
）

　
宮
蕎
夫
が
貨
二
甲
に
処
さ
れ
た
と
き
、
令
・
丞
は
貨
一
甲
と
す
る
。
講
習
夫
が
貨
～
甲
の
と
き
、
令
・
丞
は
幽
塁
盾
と
す
る
。
吏
の
な
か
の
担
当
者
は
貨

　
罪
・
幽
界
と
し
て
処
断
す
る
こ
と
、
官
商
夫
と
同
様
で
あ
る
。
そ
の
他
の
冗
吏
・
錦
心
の
会
計
に
か
か
わ
る
者
、
お
よ
び
都
倉
・
庫
・
照
・
亭
の
箇
夫
が
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そ
の
離
宮
で
郷
に
属
す
る
者
に
連
坐
す
る
と
き
、
令
・
丞
と
同
様
と
す
る
。

整
理
小
組
の
指
摘
す
る
通
り
、
こ
れ
は
そ
の
前
条
、

　
計
用
律
不
審
而
願
・
不
備
、
以
数
臓
不
備
之
律
貨
之
、
而
勿
令
賞
（
償
）
（
六
律
㎝
O
）

　
　
会
計
に
お
け
る
法
律
運
用
に
過
失
が
あ
っ
て
超
過
・
不
備
を
生
じ
さ
せ
た
な
ら
ば
、
敷
皮
不
備
之
律
に
照
ら
し
貨
罪
と
す
る
が
、
［
超
過
・
不
備
相
当
分

　
　
の
］
賠
償
は
さ
せ
な
く
と
も
よ
い
。

と
連
続
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
は
会
計
上
の
法
律
運
用
に
過
失
が
あ
っ
た
場
合
を
特
に
取
り
上
げ
、
そ
の
処
分
規
定
を
総
則
的

に
述
べ
た
も
の
で
、
欝
血
央
と
令
丞
の
連
坐
に
関
す
る
一
般
規
定
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
少
な
く
と
も
会
計
の
場
に
お
い
て
、
県
廷
は

官
薔
夫
を
監
督
す
る
立
場
に
あ
り
、
よ
っ
て
連
帯
責
任
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ま
た
条
文
後
半
に
は
、
既
に
触
れ
た
よ
う
に
重
恩
の
官
薔
夫
と
「
露
草
」
と
の
関
係
が
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
県
廷
－
官
薔
夫
の
連
帯
責

任
の
み
な
ら
ず
、
都
（
県
治
）
に
所
在
の
倉
・
庫
・
田
・
亭
そ
れ
ぞ
れ
の
官
多
夫
は
、
郷
に
支
所
と
し
て
駐
在
す
る
属
官
、
す
な
わ
ち
「
離

官
」
に
対
し
て
も
連
帯
責
任
を
負
っ
た
の
で
あ
る
。

　
通
常
の
会
計
に
お
い
て
官
専
意
に
ミ
ス
が
あ
れ
ば
、
指
導
監
督
す
る
立
場
に
あ
る
令
丞
が
責
任
を
問
わ
れ
る
の
は
当
然
だ
が
、
事
情
に
応
じ

て
令
丞
に
連
坐
が
及
ば
な
い
こ
と
も
規
定
さ
れ
て
お
り
、
一
定
の
バ
ラ
ン
ス
が
図
ら
れ
て
い
た
。

　
同
三
蹟
各
有
主
殴
（
也
）
、
各
坐
其
所
主
。
官
膏
夫
免
、
樹
令
令
人
敷
其
官
、
官
等
上
坐
数
以
貨
、
大
首
央
及
丞
除
。
縣
警
巡
、
新
壁
書
自
選
殴
（
也
）
、
故

　
膏
夫
及
丞
皆
不
得
除
。
（
数
律
嵩
～
一
Q
。
）

　
　
同
～
の
官
に
あ
っ
て
も
各
自
の
担
当
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
担
当
業
務
［
の
過
失
］
に
応
じ
て
処
断
す
る
。
官
恩
多
が
罷
免
さ
れ
た
ら
、
県
令
は
人

　
　
を
派
し
て
そ
の
官
［
の
帳
簿
］
を
検
査
さ
せ
、
官
薔
夫
が
検
査
の
結
果
に
よ
っ
て
貨
刑
と
さ
れ
た
場
合
で
も
、
大
屋
炎
と
丞
と
は
免
罪
と
す
る
。
県
令
が

　
　
罷
免
さ
れ
た
と
き
は
、
新
任
の
血
忌
が
み
ず
か
ら
［
帳
簿
を
］
検
査
し
、
前
任
の
畜
夫
と
丞
は
み
な
免
罪
に
は
し
な
い
。

こ
こ
で
は
ま
ず
「
官
薔
夫
免
」
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
の
ち
、
帳
簿
検
査
を
お
こ
な
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
「
免
」
の
理
由
は
通
常
の
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県

　
　
連
帯
養
任

艇
辮
割

　
　
　
監
督

郷

連
帯
責
任

↑
官

匿
V
離

監
督

図五県・郷における連帯責任

て
い
た
。
こ
れ
は
さ
き
の
「
県
廷
－
官
音
夫
」
の
関
係
に
＝
疋
の
距
離
が
あ
っ
た
の
と
は
異
な
り
、

し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
場
合
は
溶
岩
内
部
で
の
検
査
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

う
こ
と
に
何
ら
不
自
然
は
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
令
丞
つ
ま
り
県
廷
は
、
官
密
夫
の
会
計
を
監
督
し
、
同
時
に
責
任
を
負
う
立
場
に
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と
は
無
関
係
な
場

で
官
密
夫
が
罷
免
と
な
っ
た
の
ち
に
問
題
が
発
覚
し
て
も
、
そ
れ
は
県
廷
の
責
任
と
は
無
関
係
と
さ
れ
、
処
分
に
は
及
ば
な
か
っ
た
。
こ
の
点

か
ら
見
れ
ば
、
県
廷
と
「
官
」
と
の
「
距
離
」
は
、
｝
意
的
に
「
遠
い
／
近
い
」
と
定
ま
る
質
の
も
の
で
は
な
く
、
業
務
や
過
失
の
内
容
に
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

じ
て
そ
の
都
度
設
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

会
計
上
の
ミ
ス
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
別
件
の
問
題
で
既
に
罷
免
さ
れ
て
い
た
場

合
を
指
す
。
こ
の
と
き
令
丞
は
連
坐
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
先
の
会

計
上
の
過
失
と
は
異
な
り
、
な
ぜ
こ
の
場
合
に
は
令
丞
が
連
坐
を
免
除
さ
れ
る
の

か
い
さ
さ
か
理
解
に
苦
し
む
。
さ
し
あ
た
り
、
過
失
発
覚
以
前
に
官
薔
夫
が
罷
免

さ
れ
た
段
階
で
、
そ
の
人
物
と
令
丞
と
の
関
係
は
不
可
逆
的
に
絶
た
れ
た
と
み
な

さ
れ
る
と
考
え
て
お
き
た
い
。
と
も
あ
れ
、
令
丞
は
官
畜
夫
の
過
失
に
無
条
件
で

連
帯
責
任
を
負
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
ま
ず
は
確
認
で
き
る
。

　
次
に
、
県
令
自
身
が
何
ら
か
の
理
由
で
罷
免
さ
れ
交
替
し
た
際
に
は
、
新
任
の

　
　
　
　
　
　
　
⑬

音
夫
（
こ
こ
で
は
県
令
）
が
自
ら
検
査
を
実
施
す
る
と
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
が
発
覚

す
れ
ば
、
そ
の
前
任
県
令
も
丞
も
責
任
を
負
わ
さ
れ
処
分
を
受
け
る
こ
と
に
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
県
廷
内
部
（
令
と
丞
）
で
の
一
体
性
を
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
県
廷
の
主
要
構
成
員
た
る
丞
ま
で
も
が
責
任
を
負
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三
　
県
廷
に
よ
る
文
書
行
政
回
路
の
独
占

　
「
官
」
と
児
島
と
の
文
書
往
来
に
つ
い
て
は
既
に
見
た
が
、
さ
ら
に
次
の
里
耶
出
土
簡
に
即
し
て
「
官
」
の
文
書
行
政
に
お
け
る
連
絡
経
路

に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。
原
文
書
の
日
付
を
考
慮
し
、
段
落
を
分
け
て
掲
げ
る
。

　
A
　
滑
三
年
四
月
辛
丑
朔
丙
午
司
蝦
蟹
敢
言
之
、
陽
陵
宜
居
士
五
母
死
有
貨
鯨
帯
八
千
六
十
四
。
母
死
毒
洞
庭
郡
、
不
智
蝉
茸
署
。
幽
今
爲
銭
二
号
｝
上
、

　
　
　
曝
書
洞
庭
尉
、
令
爆
死
署
所
縣
責
（
債
）
、
以
受
陽
陵
司
二
又
二
。
［
置
合
〕
不
名
爵
、
問
悪
婦
官
、
計
年
爲
報
。
已
砦
寺
家
二
、
［
家
］
貧
弗
能
入
。
乃

　
　
　
移
戌
所
。
報
署
主
責
獲
。
敢
揺
之
。

　
B
　
四
月
己
酉
、
陽
陵
守
丞
厨
敢
書
之
。
爲
上
巳
報
二
、
［
報
］
署
藤
布
登
。
謬
言
之
。
／
憺
手
（
◎
一
》
）

　
C
　
滑
四
年
六
月
甲
午
朔
戊
午
、
陽
陵
守
慶
敢
言
之
。
未
報
、
謁
追
、
敢
慰
霊
。
／
濡
手
。

　
D
　
茄
五
年
四
月
己
未
朔
乙
丑
、
洞
翌
朝
（
假
）
尉
鵤
謂
遷
陵
丞
。
陽
陵
卒
署
遷
陵
、
其
以
律
令
從
事
、
報
之
。
當
騰
二
。
／
接
手
。
幽
以
洞
庭
司
馬
印
行

　
　
　
事
。
敬
手
（
◎
一
b
d
）

　
　
A
　
　
［
始
皇
］
三
十
三
年
四
月
六
日
、
司
空
騰
が
申
し
上
げ
ま
す
。
陽
陵
［
県
］
宜
居
［
里
］
の
士
伍
た
る
母
死
に
は
率
土
の
残
り
八
〇
六
四
銭
が
あ
り

　
　
　
　
ま
す
。
母
死
は
洞
庭
郡
で
歩
卒
の
任
に
就
い
て
い
ま
す
が
、
何
県
に
配
属
か
存
じ
あ
げ
ま
せ
ん
。
鯵
い
ま
銭
に
関
す
る
証
文
一
部
を
作
成
し
て
上
呈

　
　
　
　
し
ま
す
の
で
、
洞
庭
［
郡
］
尉
に
通
達
し
、
母
死
の
配
属
先
の
県
に
取
り
立
て
さ
せ
、
そ
れ
を
陽
陵
司
空
に
授
け
て
い
た
だ
く
よ
う
求
め
ま
す
。
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
　
　
空
で
は
計
簿
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
い
ず
れ
の
県
官
［
の
計
簿
］
に
あ
る
の
か
お
伺
い
し
ま
す
の
で
、
年
数
を
計
算
し
て
返
答
さ
れ
た
し
。

　
　
　
　
す
で
に
母
宮
の
家
に
取
り
立
て
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
貧
し
い
た
め
納
入
は
不
可
能
で
し
た
。
そ
こ
で
配
属
先
に
文
書
を
送
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

　
　
　
　
報
告
の
際
に
は
「
主
責
が
開
封
の
こ
と
」
と
記
さ
れ
ま
す
よ
う
。
以
上
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
B
　
四
月
九
日
、
陽
陵
守
丞
の
厨
が
（
洞
庭
郡
尉
に
）
申
し
上
げ
ま
す
。
写
し
を
上
呈
し
ま
す
の
で
報
告
を
求
め
ま
す
。
報
告
に
は
「
金
布
が
開
封
の
こ

　
　
　
　
と
」
と
記
さ
れ
ま
す
よ
う
。
以
上
申
し
上
げ
ま
す
。
／
憺
手
。
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郡尉

撃
嘲

県廷　
＃

「官」

図六　里耶秦簡⑨1にみる文書行政の圃路

内
の
「
現
場
」
に
出
向
い
て
業
務
を
行
っ
て
い
る
様
子
が
ま
ず
は
窺
え
る
。
と
こ
ろ
が
問
題
は
他
県
と
の
連
絡
に
関
わ
っ
て
き
た
た
め
、

の
司
空
で
は
手
に
負
え
な
く
な
っ
た
。

る
。　

注
目
す
べ
き
は
、
六
畜
司
空
は
洞
庭
郡
尉
に
直
接
文
書
を
送
っ
て
依
頼
す
る
の
で
は
な
く
、
い
っ
た
ん
熟
畑
（
こ
こ
で
は
守
丞
）
を
経
由
す

る
と
い
う
手
続
き
を
取
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
陽
陵
司
空
か
ら
の
文
書
（
A
）
に
は
宛
先
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
が
陽
陵
角
倉
宛
で

あ
る
こ
と
は
、
B
に
お
い
て
陽
陵
守
丞
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
の
文
書
伝
達
経
路
は
、

　
陽
陵
県
司
空
（
「
官
」
）
↓
陽
陵
県
守
丞
（
県
廷
）
↓
洞
庭
郡
尉
↓
遷
陵
球
音
（
県
下
）

と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
「
官
」
の
携
わ
る
業
務
が
所
属
の
県
外
に
も
広
が
り
、
一
嵩
の
「
官
」
だ
け
で
は
対
処
し
き
れ
な
い
場
合
、
「
官
」
は

県
廷
を
通
じ
て
郡
（
こ
こ
で
は
郡
尉
）
に
ま
で
連
携
を
依
頼
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
「
官
」
が
単
独
で
郡
や
他
県
と
連
絡
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
の
積
極
的
な
実
例
は
右
の
簡
に
限

　
　
　
C
　
三
十
四
年
六
月
二
十
五
日
、
陽
陵
守
慶
が
申
し
上
げ
ま
す
。
報
告
を
頂
い
て
お
り
ま
せ
ん
、
再
度
調

　
　
　
　
　
査
を
お
願
い
し
ま
す
。
以
上
申
し
上
げ
ま
す
。
／
堪
手
。

　
　
　
D
　
三
十
五
年
四
月
九
日
、
洞
庭
仮
尉
鵤
が
遷
陵
丞
に
番
う
。
陽
陵
の
卒
は
遷
陵
に
配
属
し
て
い
る
。
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
　
　
　
令
の
通
り
執
行
し
、
報
告
せ
よ
。
早
馬
で
連
絡
の
こ
と
。
／
嘉
手
。
洞
庭
司
馬
の
印
に
よ
っ
て
執
行
。

　
　
　
　
　
敬
手
。

こ
の
簡
に
は
官
隠
夫
の
～
人
と
し
て
陽
陵
県
の
司
空
が
登
場
す
る
。
陽
陵
司
空
の
騰
は
、
同
県
の
母

死
な
る
人
物
が
貨
罪
に
よ
り
納
入
す
べ
き
銭
に
関
し
て
、
彼
が
二
十
と
し
て
異
動
し
て
し
ま
っ
た
た

め
配
属
先
を
把
握
で
き
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
彼
の
本
籍
の
家
か
ら
取
り
立
て
よ
う
と
し
た
が
貧
窮

の
た
め
納
入
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
報
告
し
て
い
る
。
「
官
」
の
ひ
と
つ
で
あ
る
三
三
が
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三

そ
こ
で
県
を
通
じ
て
よ
り
上
位
の
機
関
た
る
洞
庭
歯
並
に
処
置
を
委
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
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ら
れ
る
の
だ
が
、
他
に
「
官
」
が
直
接
に
郡
や
他
県
と
連
絡
し
て
い
る
事
例
も
確
認
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
陽
陵
県
の
官
記
出
た
る
司
空
が
、

陽
陵
望
地
を
越
え
て
郡
尉
に
直
接
文
書
を
送
っ
た
り
、
遷
陵
そ
の
他
の
隣
県
の
官
薔
夫
と
横
断
的
に
連
絡
す
る
と
い
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
地
域
横
断
的
な
連
絡
の
た
め
に
は
、
所
属
の
県
廷
に
動
い
て
も
ら
う
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
た
だ
し
、
こ
う
し
た
「
官
」
の
連
絡
系
統
の
限
定
性
は
制
度
的
な
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
こ
の
案
件
の
性
質
に
限
っ
て
そ
う
な
っ
て
い
た

の
か
を
見
定
め
る
に
は
な
お
検
証
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
里
耶
秦
簡
が
遷
陵
県
治
の
文
書
で
あ
る
と
い
う
特
殊
性
も
考
慮
に
入
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
も
し
陽
陵
司
空
と
他
県
の
司
空
と
が
連
絡
を
取
り
合
い
、
そ
れ
で
事
が
終
わ
る
こ
と
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
た
文

書
は
遷
陵
県
治
（
里
耶
）
に
は
残
ら
ず
、
我
々
の
目
に
触
れ
る
こ
と
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
の
検
証
は
今
後
の
資
料
増
加
を
侯
つ
必
要
も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
右
の
事
例
に
お
い
て
は
、
陽
陵
司
空
が
こ
と
さ
ら
に
県
廷
を

経
由
し
て
郡
尉
と
連
絡
し
て
い
た
こ
と
が
注
目
に
値
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
に
鑑
み
、
官
野
夫
が
県
以
上
の
機
関
や
他
県
と
の
連
携
に
お

い
て
、
強
く
県
廷
に
依
存
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
他
機
関
と
文
書
を
往
来
す
る
回
路
は
寝
装
に
集
約
さ
れ
て
お

り
、
そ
れ
は
県
廷
に
は
あ
っ
て
「
官
」
に
は
な
い
機
能
で
あ
っ
た
。

　
最
後
に
、
本
章
で
得
ら
れ
た
所
見
を
あ
ら
た
め
て
列
挙
し
て
お
こ
う
。

　
①
県
廷
は
「
官
」
を
指
導
監
督
す
る
と
と
も
に
、
官
右
筆
の
人
事
権
を
有
し
て
い
た
。

　
②
官
薔
夫
は
異
動
時
に
も
と
の
佐
・
史
を
再
任
命
で
き
な
い
。
ま
た
官
薔
夫
不
在
時
に
佐
・
史
は
こ
れ
を
代
行
で
き
ず
、
県
界
か
ら
令
史

　
　
が
派
遣
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
県
廷
が
人
事
上
優
位
に
立
ち
、
「
官
」
の
勢
力
伸
張
を
防
ぐ
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

　
③
県
廷
は
「
官
」
に
業
務
上
の
過
失
が
あ
れ
ば
連
帯
責
任
を
負
う
。
し
か
し
そ
れ
は
無
制
限
で
は
な
く
、
過
失
の
内
容
に
応
じ
て
県
廷
に

　
　
責
任
が
及
ば
な
い
こ
と
も
あ
り
、
　
定
の
バ
ラ
ン
ス
が
図
ら
れ
て
い
た
。

　
④
「
官
」
は
県
域
を
越
え
て
横
断
的
に
連
携
し
た
り
、
県
廷
を
飛
び
越
え
て
直
接
郡
に
文
書
を
送
達
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
と

　
　
き
は
県
廷
を
経
由
し
た
。
墨
銀
は
文
書
行
政
の
結
節
点
と
し
て
、
上
位
・
下
位
の
機
関
と
の
連
絡
系
統
を
独
占
し
て
お
り
、
「
官
」
は
文
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書
伝
達
を
県
廷
に
依
存
し
た
。

　
里
耶
秦
簡
の
出
土
に
よ
っ
て
県
廷
と
「
官
」
と
の
空
間
的
距
離
は
よ
り
克
明
と
な
り
、
複
数
の
官
衙
が
立
ち
並
ぶ
、
県
の
政
治
的
景
観
を
お

ぼ
ろ
げ
な
が
ら
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
点
、
本
稿
は
仲
山
茂
二
〇
〇
一
、
青
木
俊
介
二
〇
〇
五
の
成
果
に
多
く
を
負
っ

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
官
」
の
「
独
立
性
」
や
、
県
廷
と
「
官
」
と
の
制
度
的
「
距
離
」
に
つ
い
て
は
立
場
を
全
く
異
に
す
る
。
右
に
列

挙
し
た
と
お
り
、
県
廷
の
「
官
」
に
対
す
る
優
位
は
絶
対
的
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
制
度
的
「
距
離
」
は
あ
く
ま
で
空
間
的
な
そ
れ
に

由
来
す
る
み
か
け
上
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

　
県
行
政
の
一
体
性
を
支
え
た
の
は
、
こ
う
し
た
県
廷
の
「
官
」
に
対
す
る
絶
対
優
位
構
造
で
あ
っ
た
。
本
稿
の
問
題
提
起
一
県
廷
と

「
官
」
が
行
政
機
関
と
し
て
～
個
の
複
合
体
を
為
す
た
め
の
条
件
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
一
に
対
し
て
は
、
そ
の
よ
う
に
回
答
を
与
え
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

①
翌
旦
齎
夫
の
職
掌
に
つ
い
て
は
八
田
晶
一
九
九
三
（
四
〇
七
～
四
二
四
頁
）
の

　
整
理
が
あ
る
。

②
濱
口
重
國
一
九
六
六
（
七
八
入
・
八
○
｝
頁
）
、
厳
耕
望
一
九
九
〇
（
一
〇

　
八
二
＝
一
三
頁
）
。
近
年
で
は
張
家
山
漢
簡
「
二
年
律
令
」
を
利
馬
し
て
よ
り
詳

　
細
な
議
論
が
展
朋
さ
れ
て
い
る
。
特
に
県
・
道
属
吏
（
秦
代
の
官
姦
夫
に
相
当
〉

　
の
任
命
権
に
つ
い
て
は
紙
屋
正
和
二
〇
〇
九
（
八
○
～
八
二
頁
）
を
参
照
。
紙
麗

　
氏
は
、
前
漢
初
期
に
お
い
て
、
県
下
の
有
理
（
二
百
五
十
石
か
ら
百
石
の
属
吏
）

　
は
県
令
・
長
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
が
、
そ
の
人
事
を
中
央
に
報
告
し
て
批
准
を

　
求
め
る
必
要
が
あ
っ
た
と
し
、
そ
の
下
位
の
面
食
・
佐
史
に
関
し
て
は
中
央
の
批

　
准
は
必
要
な
か
っ
た
と
い
う
。
遡
っ
て
秦
代
に
お
い
て
「
官
」
の
任
命
手
続
き
が

　
こ
の
よ
う
に
秩
禄
ご
と
に
明
確
に
区
分
さ
れ
て
い
た
か
は
目
下
不
明
で
あ
る
。

③
「
佐
偏
を
郡
県
が
任
命
で
き
た
こ
と
は
次
の
簡
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
「
郡
縣
除

　
佐
、
事
官
郡
縣
蒲
不
漁
其
事
者
、
可
（
何
）
論
。
以
累
犯
謬
論
。
」
（
法
律
答
問

　
一
匁
）

④
＠
嶺
刈
》
「
週
令
三
熱
弔
事
」
の
「
令
」
に
つ
い
て
は
、
①
「
県
令
」
と
考
え

　
て
県
令
・
県
尉
の
並
列
と
み
る
解
釈
、
②
動
詞
（
も
し
く
は
使
役
）
に
読
み
「
尉

　
に
命
令
し
て
（
尉
を
し
て
）
…
…
せ
し
め
」
と
読
む
解
釈
の
二
つ
の
可
能
性
が
あ

　
る
。
湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
等
一
δ
〇
三
な
ど
中
文
の
論
考
で
は
概
ね
①
に
解

　
さ
れ
て
い
る
が
、
特
解
説
は
な
さ
れ
な
い
。
一
方
、
里
耶
秦
簡
講
読
鎌
脚
〇
〇
四

　
は
②
の
解
釈
を
取
る
。
こ
こ
で
里
耶
秦
簡
に
お
け
る
「
謁
令
」
の
事
例
を
見
る
と
、

　
「
謁
言
動
庭
尉
卓
越
人
署
所
縣
責
享
受
（
授
〉
陽
陵
司
空
摺
（
◎
○
。
〉
＞
、
門
謁
令

　
都
郷
具
問
黒
馬
年
数
」
（
⑤
㊤
》
）
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
②
と
し
か
解
釈
で
き
な

　
い
。
◎
Q
。
〉
と
同
形
式
の
◎
｝
～
◎
這
に
お
い
て
は
、
「
重
言
洞
庭
尉
…
…
」

　
「
謁
洞
庭
尉
…
…
」
の
ヴ
ァ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
が
見
ら
れ
る
た
め
、
②
に
解
釈
す
べ

　
き
こ
と
は
よ
り
明
白
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
二
つ
の
類
例
が
件
の
＠
ま
“
に

　
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
㊥
覇
刈
は
句
法
の
問
題
と
い
う
よ
り
は

　
制
度
の
問
題
で
あ
り
、
ま
た
簡
績
の
文
脈
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で

　
あ
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
啓
陵
郷
か
ら
の
門
謁
令
尉
以
從
事
」
と
い
う
申
請
に
対
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し
、
御
陵
「
丞
」
が
回
答
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
申
請
が
尉
だ
け
に
対
し
て
な

　
さ
れ
た
な
ら
ば
丞
が
回
答
す
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
た
め
、
当
初
の
申
請
は
尉
だ

　
け
で
な
く
令
・
丞
を
含
め
た
県
廷
の
取
り
扱
い
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
だ

　
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
申
請
は
令
・
尉
双
方
に
対
し
て
な
さ
れ
た
と
い
う
①
の
解
釈

　
が
妥
当
と
な
る
。

⑤
里
耶
秦
簡
な
ど
に
み
え
る
「
○
手
偏
は
、
熱
論
を
抄
写
し
た
人
物
だ
と
み
な
さ

　
れ
て
い
る
（
李
学
勤
二
〇
〇
三
、
湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
等
二
〇
〇
三
）
。
し

　
か
し
そ
の
語
義
や
具
体
的
な
役
割
に
つ
い
て
は
定
論
が
な
い
。
講
義
田
二
〇
〇
六

　
は
墨
跡
の
比
較
と
文
書
の
性
格
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
里
郡
秦
簡
所
見
の

　
各
「
○
手
」
の
所
属
を
検
証
し
て
い
る
。
た
だ
し
個
別
の
字
跡
の
判
断
に
つ
い
て

　
は
胡
平
生
二
〇
一
一
の
反
論
も
あ
る
。
高
村
武
幸
二
〇
〇
四
は
「
○
手
」
の
背
後

　
に
複
数
の
書
記
窟
グ
ル
ー
プ
の
存
在
を
想
定
し
、
「
○
季
一
は
そ
の
代
表
者
で
あ

　
っ
て
、
必
ず
し
も
抄
写
し
た
人
物
と
は
限
ら
な
い
と
す
る
。
ま
た
Ω
巴
巴
0
8
は

　
「
○
手
」
は
単
に
抄
写
者
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
そ
の
入
物
が
案
件
に
対
し
て
何

　
ら
か
の
貴
任
を
も
負
っ
た
可
能
性
を
推
定
す
る
。

⑥
江
村
治
樹
二
〇
〇
〇
（
七
〇
二
頁
注
二
三
）
は
こ
の
条
文
を
引
い
て
官
畜
夫
が

　
県
令
の
任
命
に
よ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

⑦
こ
の
門
尉
」
が
郡
県
の
尉
を
指
す
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
組
織
に
属
す

　
る
尉
を
指
す
の
か
は
文
脈
か
ら
判
断
し
難
い
が
、
様
々
な
組
織
に
訴
属
す
る
尉
を

　
総
称
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
県
尉
は
こ
こ
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

⑧
郷
水
木
鱒
二
〇
〇
七
は
、
戦
国
末
期
～
秦
代
と
い
う
軍
事
性
の
強
い
時
代
背
景
か

　
ら
、
尉
に
よ
る
人
事
権
が
強
大
に
な
っ
た
と
説
明
す
る
が
、
本
文
に
論
じ
た
通
り
、

　
尉
の
人
事
へ
の
関
与
は
限
定
的
・
形
式
的
に
す
ぎ
な
い
。
子
振
波
二
〇
〇
四
は
二

　
年
律
令
に
基
づ
き
尉
に
任
用
の
「
決
定
権
｝
が
あ
る
と
す
る
が
、
同
様
の
理
由
で

　
首
肯
で
き
な
い
。
た
だ
、
人
事
に
お
け
る
尉
の
役
罰
を
「
承
認
」
と
し
た
本
稿
の

　
意
見
に
も
、
よ
り
制
度
的
な
裏
付
け
が
な
お
必
要
で
あ
る
こ
と
も
留
意
し
て
お
き

　
た
い
。

⑨
た
だ
「
諸
官
佐
吏
駄
で
さ
え
な
け
れ
ば
、
身
分
規
定
に
従
う
限
り
に
お
い
て
官

　
奮
夫
自
身
が
佐
以
下
を
人
選
で
き
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
県
令
等
が
有
す

　
る
人
事
権
に
優
先
し
た
と
は
考
え
が
た
い
。
佐
・
史
の
身
分
規
定
と
し
て
は
、

　
「
除
佐
、
喫
驚
壮
以
上
、
母
除
総
掛
（
伍
）
薪
傅
。
苑
嶽
紫
野
存
、
縣
爲
置
守
、

　
如
廠
律
。
内
史
雑
」
（
秦
律
十
八
種
H
㊤
O
）
、
「
侯
（
候
）
・
愛
冠
及
翠
下
吏
母
敢
爲

　
官
府
佐
・
史
及
禁
苑
憲
盗
。
町
史
雑
」
（
秦
律
十
入
種
一
Φ
Q
。
）
が
あ
る
。
前
者
の

　
後
半
で
は
、
県
が
「
苑
壷
夫
」
の
「
守
」
を
任
命
し
え
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　
蓑
錫
圭
一
九
九
二
（
四
三
六
～
四
三
七
頁
）
は
こ
の
粂
文
の
「
語
気
か
ら
し
て
」

　
苑
密
夫
は
県
で
は
な
く
都
窟
に
属
し
た
と
す
る
。
こ
れ
は
、
前
半
が
「
除
佐
」
と

　
佐
の
任
用
一
般
に
つ
い
て
述
べ
る
一
方
、
後
半
で
は
「
置
守
」
す
な
わ
ち
代
理
窟

　
員
の
任
用
の
場
合
を
記
す
と
い
う
差
異
を
意
識
し
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
確
か

　
に
、
満
廷
が
佐
を
任
命
で
き
た
一
方
、
苑
薇
夫
に
対
し
て
は
「
守
」
の
任
命
に
留

　
ま
る
と
い
う
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
は
、
苑
野
夫
が
県
廷
－
官
薔
夫
と
は
別
の
系
統
に
属

　
し
て
い
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
節
欲
の
い
う
よ
う
に
、
あ
る
県
の
官
畜
夫
の
中

　
に
も
都
官
直
属
の
畜
夫
が
存
在
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
本
条
文
の
ご
と
く
県
廷
か

　
ら
は
比
較
的
独
立
し
て
い
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
都
官
属
下
の
官
蛮
夫

　
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
単
に
県
に
門
所
在
す
る
」
と
い
う
だ
け
で
あ
り
、

　
富
鋼
上
は
県
廷
と
そ
も
そ
も
無
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
苑
男
声
が
県
か
ら
相

　
対
的
に
独
立
し
て
い
る
／
し
て
い
な
い
と
い
う
議
論
は
本
稿
の
課
題
に
お
い
て
は

　
さ
ほ
ど
生
産
的
と
は
言
え
な
い
た
め
、
こ
れ
以
上
論
じ
な
い
。

⑩
整
理
小
組
は
「
留
守
中
の
代
理
奮
夫
と
佐
を
任
命
し
、
上
市
以
上
の
有
爵
者
で

　
令
に
従
わ
な
い
者
が
あ
れ
ば
、
貨
乙
甲
」
と
い
う
旨
の
翻
訳
を
付
し
て
い
る
が
、

　
こ
の
解
釈
で
は
な
ぜ
門
上
品
以
上
」
の
「
令
に
従
わ
な
い
者
」
と
い
う
身
分
の
限

　
定
が
あ
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。

⑪
官
展
夫
不
在
の
理
由
は
こ
こ
で
は
明
示
さ
れ
な
い
が
、
例
え
ば
二
年
律
令
・
具

　
律
｝
設
に
「
命
令
・
長
・
丞
或
行
郷
宮
視
韻
事
、
不
存
」
と
あ
る
よ
う
に
、
県
令

　
等
が
郷
に
巡
察
に
出
向
く
た
め
に
不
在
と
な
る
場
合
が
秦
代
に
も
あ
っ
た
と
考
え
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ら
れ
る
。

⑫
睡
虎
地
秦
筒
に
お
け
る
「
潜
子
」
は
徒
卒
の
統
率
者
と
し
て
も
現
れ
る
。
R
C

　
L
（
六
五
頁
）
は
地
方
官
吏
の
称
号
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
性
質
に
つ
い
て
は
不

　
明
な
点
が
多
い
。

⑬
こ
の
条
文
で
は
県
令
・
蛮
夫
・
大
鷺
夫
が
並
存
し
て
い
る
こ
と
が
疑
問
視
さ
れ
、

　
県
令
朴
奮
夫
説
の
根
拠
と
な
り
う
る
も
の
だ
が
、
飯
尾
秀
幸
一
九
九
二
は
こ
の
疑

　
問
点
を
認
識
し
つ
つ
も
、
す
べ
て
同
一
と
結
論
づ
け
る
。
県
令
・
億
央
・
大
蛮
夫

　
三
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
な
お
も
検
討
が
必
要
だ
が
、
少
な
く
と
も
三
者
の
示
す

　
時
勢
に
重
な
る
部
分
が
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
大
膏
夫
は
丞
と
並
列
さ
れ

　
る
こ
と
か
ら
県
令
を
含
む
こ
と
は
問
違
い
な
い
し
、
門
縣
令
免
、
三
聖
夫
自
敷

　
（
也
）
」
の
霊
園
夫
」
に
つ
い
て
も
県
令
を
そ
の
ま
ま
指
し
て
い
る
と
し
か
思
え

　
な
い
。
本
稿
も
こ
れ
ら
を
す
べ
て
県
令
と
解
し
て
い
る
。

⑭
令
丞
に
比
べ
、
旧
史
が
「
官
」
に
連
帯
嚢
任
を
負
う
事
例
は
乏
し
い
。
わ
ず
か

　
に
「
司
馬
令
史
橡
三
皇
、
欝
有
劾
、
司
馬
令
史
坐
之
、
如
令
史
坐
官
計
劾
然
。
」

　
（
敷
律
綬
）
が
、
令
史
が
門
官
」
会
計
に
連
坐
し
た
こ
と
を
間
接
的
に
示
す
。

⑮
そ
の
ほ
か
官
薔
夫
の
考
課
に
お
い
て
県
廷
が
連
坐
す
る
規
定
も
存
在
す
る
。

　
「
麟
補
選
殿
、
劇
痛
夫
一
甲
、
令
・
丞
及
佐
各
一
盾
、
徒
絡
組
各
週
給
。
館
園
三

　
歳
比
殿
、
三
豊
夫
二
瀬
而
法
（
慶
）
、
令
・
丞
各
一
甲
。
」
（
秦
律
雑
抄
卜
。
O
～
曽
）
、

　
「
馬
勢
課
殿
、
黄
塵
嶽
夫
一
二
。
令
・
丞
・
佐
・
史
観
一
跨
。
馬
勢
課
殿
、
貨
箆

　
姦
夫
　
盾
。
」
（
習
律
雑
二
三
。
㊤
～
ω
O
）
に
よ
れ
ば
、
漆
園
（
館
園
）
の
生
産
や
役

　
馬
の
成
績
（
馬
労
）
が
不
振
の
場
合
、
担
当
の
官
窃
夫
だ
け
で
な
く
令
・
丞
に
ま

　
で
処
分
が
及
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
だ
し
次
の
条
文
に
見
え
る
よ
う
に
、
官
奮
夫

　
の
考
課
に
お
い
て
も
令
丞
が
無
制
限
に
貴
任
を
負
う
わ
け
で
は
な
い
。
「
釆
山
重

　
殿
、
賞
畜
夫
～
甲
、
佐
｝
盾
、
三
歳
比
殿
、
貸
畜
夫
二
甲
而
法
（
慶
）
。
」
（
秦
律

　
雑
抄
b
。
一
～
“
。
ω
）
、
「
牛
蛙
牝
十
、
其
六
母
（
無
）
子
、
貨
薇
夫
・
佐
各
一
過
。
幽

　
羊
牝
十
、
三
四
母
（
無
）
子
、
貨
調
馬
・
佐
各
一
盾
。
㊧
牛
羊
課
。
」
（
秦
律
雑
抄

　
ω
一
）
。
「
盗
夫
・
佐
」
と
並
ぶ
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
薔
夫
は
宮
響
動
で
あ
る
。
こ

　
れ
ら
の
場
合
は
官
己
夫
と
佐
の
み
が
処
分
さ
れ
、
令
丞
に
連
坐
は
及
ん
で
い
な
い
。

　
や
は
り
県
廷
ま
で
責
任
が
及
ぶ
か
ど
う
か
に
は
業
務
内
容
に
よ
っ
て
区
別
が
あ
っ

　
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
官
薔
夫
に
県
廷
が
連
坐
す
る
／
し
な
い
事
例
は
以
上
に

　
留
ま
ら
な
い
が
、
本
稿
の
課
題
と
し
て
は
両
者
の
並
存
を
確
認
す
れ
ば
十
分
で
あ

　
る
。
な
お
秦
漢
訳
所
見
の
連
坐
事
例
は
水
聞
大
輔
二
〇
〇
七
を
参
照
。

⑯
「
［
司
空
］
不
名
題
、
問
鞍
懸
官
計
年
、
爲
報
」
の
翻
訳
は
宮
宅
潔
二
〇
＝

　
（
二
七
五
頁
、
注
四
一
）
を
参
照
。
な
お
「
名
鑑
」
に
つ
い
て
は
馬
治
二
〇
〇
七

　
も
ま
た
「
名
扁
を
「
明
漏
に
逓
じ
る
と
み
な
し
、
「
見
る
、
は
っ
き
り
さ
せ
る

　
（
管
見
、
明
瞭
）
」
と
の
訳
を
当
て
て
い
る
。

⑰
　
「
當
騰
」
の
語
義
に
つ
い
て
は
定
論
を
見
な
い
が
、
里
郡
秦
簡
講
読
会
二
〇
〇

　
四
に
従
う
。
し
か
し
い
か
な
る
条
件
に
よ
り
早
馬
が
指
定
さ
れ
た
の
か
不
明
な
点
、

　
こ
の
解
釈
に
も
疑
問
が
残
る
（
邪
義
払
出
〇
〇
六
）
。
先
行
諸
説
と
そ
の
問
題
点

　
に
つ
い
て
は
王
換
林
二
〇
〇
七
（
＝
一
三
～
＝
二
二
頁
）
も
ま
た
参
考
に
な
る
。

（32）32

む
す
び
に
か
え
て

そ
も
そ
も
県
「
廷
」
な
る
空
間
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

裁
判
の
場
と
い
う
理
解
が
よ
り
一
般
で
は
な
か
ろ
う
か
。

睡
虎
地
秦
簡
に
も
、

醇
者
僻
廷
。
翻
今
町
守
爲
廷
不
爲
。
雪
肌
（
也
）
。
一
僻
者
不
先
僻
官
長
・
寝
耳
。
一
可
（
何
）
謂
官
長
、
可
（
何
）
謂
総
督
。
命
文
官
日
長
、
縣
日
薔
矢
。

（
法
律
答
問
ゆ
㎝
）



戦国・秦代の県（土口）

　
　
　
「
供
述
を
お
こ
な
う
者
は
、
廷
に
て
供
述
す
る
こ
と
」
と
い
う
。
動
い
ま
、
郡
守
は
廷
に
あ
た
る
の
か
そ
う
で
な
い
か
。
廷
で
あ
る
。
一
「
供
述
を
お
こ

　
　
な
う
場
合
、
先
に
窟
長
・
薔
夫
に
供
述
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
。
一
寸
を
窟
長
と
い
い
、
何
を
畜
夫
と
い
う
の
か
。
都
窟
で
は
名
づ
け
て
長
と
い
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
県
で
は
薔
夫
と
い
う
。

と
あ
る
。
本
条
は
問
答
の
部
分
を
除
け
ば
、
「
供
述
は
廷
に
て
お
こ
な
う
こ
と
。
そ
の
と
き
に
は
先
に
官
長
・
密
夫
に
供
述
し
て
は
な
ら
な
い
」

と
い
う
主
旨
で
あ
る
。
こ
の
薔
夫
は
県
令
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
県
令
に
最
初
に
供
述
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
の
は
、
先
に
供
述
を
受

け
付
け
る
の
は
令
史
な
ど
県
廷
内
の
よ
り
下
位
の
官
吏
と
さ
れ
て
お
り
、
決
裁
の
段
階
で
県
令
が
よ
う
や
く
現
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら

　
　
③

で
あ
る
。
「
廷
」
内
で
誰
が
供
述
に
あ
た
り
誰
が
決
裁
に
あ
た
る
に
せ
よ
、
治
獄
は
県
廷
の
独
占
領
域
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
一
方
、
罪
人
の
告
発
や
自
首
に
関
し
て
は
、
県
廷
の
み
が
受
け
付
け
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
二
年
律
令
・
昂
奮
H
O
一
に
は
、

　
諸
欲
告
罪
人
、
及
有
罪
先
自
告
、
而
遠
其
縣
癖
者
、
皆
得
告
所
在
郷
、
巣
窟
謹
聴
、
書
其
告
、
上
縣
道
窟
。

　
　
お
よ
そ
罪
入
を
告
発
し
よ
う
と
す
る
、
お
よ
び
罪
を
犯
し
て
ま
ず
自
首
し
よ
う
と
す
る
が
、
所
属
の
県
廷
か
ら
遠
方
の
地
に
い
る
者
は
、
み
な
所
在
の
郷

　
　
に
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
郷
官
は
厳
正
に
こ
れ
を
聴
取
し
、
告
発
内
容
を
記
録
し
、
県
道
官
に
上
申
す
る
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
五
代
の
例
だ
が
、
睡
虎
地
無
簡
「
封
診
式
」
に
も
、
郷
に
耳
翼
し
た
人
物
の
供
述
（
「
亀
甲
）
が
親
書
と
し
て
県
西
に
提
出
さ

れ
る
書
式
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
秦
代
で
も
郷
へ
の
「
告
」
や
「
辞
」
は
認
め
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。

　
そ
し
て
当
然
な
が
ら
、
「
官
」
に
告
発
を
し
て
も
よ
い
と
い
う
規
定
は
な
い
。
郷
へ
の
告
発
・
自
首
は
あ
く
ま
で
県
廷
か
ら
離
れ
た
土
地
の

者
に
の
み
許
さ
れ
た
例
外
で
あ
っ
て
、
「
官
」
に
赴
く
こ
と
の
で
き
る
距
離
に
い
る
者
が
、
同
じ
県
内
の
廷
に
行
け
な
い
道
理
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
「
官
」
に
は
告
発
を
受
理
す
る
権
限
も
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
県
行
政
に
お
け
る
諸
々
の
実
務
は
各
「
官
」
に
振
り
分
け
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
は
司
法
を
専

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

門
と
す
る
独
立
し
た
「
官
」
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
司
法
業
務
は
県
「
廷
」
（
末
端
実
務
は
専
ら
令
史
）
の
担
当
で
あ
っ
た
。

言
い
換
え
れ
ば
、
司
法
専
門
の
「
官
」
が
県
廷
か
ら
分
離
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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司
法
業
務
は
県
政
に
お
い
て
最
も
厳
格
な
管
理
を
必
要
と
す
る
局
面
で
あ
り
、
量
器
が
そ
の
権
限
を
独
占
し
て
お
く
必
要
性
と
有
効
性
は
容

易
に
想
像
し
う
る
。
合
わ
せ
て
想
起
し
た
い
の
は
、
本
稿
で
指
摘
し
た
下
魚
に
よ
る
文
書
行
政
回
路
の
独
占
で
あ
る
。
県
廷
は
郡
や
他
県
と
の

情
報
伝
達
・
連
携
を
、
「
官
」
を
差
し
置
い
て
～
手
に
引
き
受
け
て
い
た
。
司
法
案
件
の
性
質
に
よ
っ
て
は
、
上
級
機
関
へ
の
奏
識
の
必
要
が

生
じ
た
り
、
調
査
や
入
物
の
追
跡
範
囲
が
県
以
上
に
広
が
る
場
合
も
多
い
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、
そ
も
そ
も
県
廷
以
外
と
の
連
携
が
閉
ざ
さ
れ

て
い
る
「
官
」
で
は
こ
れ
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
そ
こ
ま
で
「
官
」
に
処
置
さ
せ
る
こ
と
を
想
定
し
た
制
度
設
計

に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
県
廷
が
他
機
関
・
地
域
と
の
連
絡
系
統
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と
と
、
試
着
の
権
限
や
司
法
業
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
独
占
し
て
い
た
こ
と
と
は
、
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
県
廷
の
絶
対
優
位
構
造
を
支
え
た
一
要
素
で
あ
る
文
書
行
政
回
路
の
独
占
は
、
右
の
よ
う
に
司
法
行
政
の
あ
り
方
と
ま
さ
し
く
有
機
的
に
結

び
つ
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
司
法
権
限
の
独
占
は
県
廷
の
優
位
性
を
よ
り
強
固
な
も
の
と
し
た
。
県
を
越
え
て
は
機
能
し
え
な
い
「
官
」
は
、

こ
の
構
造
を
覆
し
う
る
契
機
を
有
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
秦
が
独
立
し
た
司
法
専
門
の
「
官
」
を
設
け
る
こ
と
は
終
に
無
か
っ
た
が
、
様
々
な

「
官
」
が
設
置
さ
れ
た
中
、
「
存
在
し
な
か
っ
た
「
官
」
」
が
あ
る
こ
と
の
意
味
は
こ
こ
に
至
っ
て
自
明
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
本
稿
の
論
述
は
中
国
古
代
「
都
市
」
の
制
度
面
、
す
な
わ
ち
ソ
フ
ト
面
に
偏
る
結
果
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
資
料
状
況
の

好
転
に
よ
り
地
方
県
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
官
衙
の
空
問
構
造
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
現
在
の
潮
流
に
乗
じ
た
も
の
で
は

あ
る
が
、
都
市
の
ハ
ー
ド
面
、
す
な
わ
ち
遺
構
・
遺
物
な
ど
考
古
学
的
側
面
の
検
討
を
欠
い
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
両
面
を
兼
ね
備
え
た
研
究
が
理
想
的
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
例
え
ば
本
稿
が
検
討
し
た
県
廷
と
「
官
」
と
の
制
度
的

関
係
や
空
間
構
造
の
あ
り
方
を
基
礎
に
、
複
数
「
官
」
衙
が
実
際
の
遺
構
で
は
い
か
に
布
置
さ
れ
た
か
と
い
っ
た
対
応
関
係
を
探
る
こ
と
等
も

重
要
な
検
討
課
題
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
特
定
の
遺
構
と
個
別
の
「
官
」
と
の
対
応
を
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
の
考
古
資
料
に
は
今
も
っ
て

恵
ま
れ
て
は
い
な
い
。
都
市
の
実
態
把
握
は
上
記
ふ
た
つ
の
側
面
か
ら
の
検
討
な
く
し
て
は
達
成
し
え
な
い
が
、
現
段
階
で
は
ソ
フ
ト
面
に
関

す
る
よ
り
確
実
な
知
見
を
積
み
上
げ
る
こ
と
を
自
己
の
課
題
と
し
、
将
来
の
研
究
段
階
に
備
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
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戦国・秦代の県（土口）

①
張
家
山
漢
簡
「
奏
書
扁
に
お
い
て
、
史
が
提
出
す
る
判
決
案
に
対
し
、
決
裁
・

　
圃
答
を
下
す
の
が
「
廷
偏
で
あ
る
。
宮
宅
潔
～
九
九
八
は
、
こ
の
門
廷
」
は
状
況

　
に
応
じ
て
廷
尉
や
皇
帝
自
身
に
も
解
釈
し
う
る
が
、
「
特
定
の
機
関
を
指
す
も
の

　
と
す
る
よ
り
も
、
「
法
廷
扁
、
つ
ま
り
裁
き
の
場
と
も
な
る
官
衙
の
「
中
庭
」
を
意

　
書
す
る
も
の
と
見
て
お
く
の
が
よ
か
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

②
冒
頭
の
「
辞
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
整
理
小
組
は
『
説
文
劇
評
幅
「
辞
、
訟
也
」

　
を
引
い
て
「
訴
訟
扁
と
解
す
る
が
、
宮
宅
潔
｝
九
九
入
の
指
摘
す
る
よ
う
に
段
玉

　
裁
は
「
辞
、
説
也
一
の
誤
と
す
る
。
R
C
」
（
一
四
臨
～
一
四
五
頁
）
は
、
「
辞
」

　
は
鋤
o
o
¢
ω
簿
δ
コ
で
は
な
く
ω
雷
9
ヨ
①
9
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
ま
た
糧
山
明
二

　
〇
〇
六
（
六
七
頁
）
は
本
条
に
関
す
る
解
説
で
は
な
い
が
、
秦
漢
代
の
訴
訟
に
お

　
け
る
「
辞
」
と
は
門
供
述
」
の
こ
と
で
あ
る
と
睡
虎
地
秦
簡
「
封
挙
式
」
を
例
示

　
し
つ
つ
述
べ
る
。
確
か
に
睡
客
地
秦
簡
の
用
例
に
基
づ
け
ば
提
訴
は
「
告
」
も
し

　
く
は
「
劾
扁
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
「
辞
」
は
そ
れ
と
は
別
個
と
み
な
さ
ね
ば
な

　
ら
な
い
。
本
稿
も
「
供
述
」
と
の
解
釈
に
従
う
。

③
宮
宅
潔
一
九
九
八
に
従
う
。
雪
害
圭
一
九
九
二
（
四
三
五
～
四
三
六
頁
）
は
こ

　
の
条
文
に
「
ハ
県
）
廷
一
と
「
蛮
夫
」
が
対
醒
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
後
者
は

　
県
令
で
は
あ
り
え
な
い
、
従
っ
て
門
県
的
属
官
之
長
」
、
す
な
わ
ち
官
畜
央
で
あ

　
る
と
指
摘
し
て
い
た
。
確
か
に
齎
夫
を
県
令
と
み
な
せ
ば
、
「
供
述
は
廷
に
て
行

　
う
こ
と
」
と
定
め
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
後
半
で
は
「
先
に
県
令
に
供
述
し
て
は
な

　
ら
な
い
」
と
な
っ
て
し
ま
い
、
矛
盾
が
発
生
す
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し

　
「
供
述
は
県
廷
に
対
し
て
す
る
の
だ
が
、
（
県
令
で
は
な
く
）
県
廷
内
の
別
の
官

　
員
に
供
述
す
る
」
と
捉
え
る
こ
と
で
こ
の
矛
贋
は
解
消
さ
れ
る
。
宮
下
毛
一
九
九

　
八
は
田
夫
薩
県
令
と
捉
え
た
う
え
で
、
供
述
聴
取
は
ま
ず
県
令
で
は
な
く
史
な
ど

　
小
吏
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
こ
と
の
傍
証
と
し
て
い
る
。
聴
取
の
の
ち
事
実
関
係
が

　
明
ら
か
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
判
決
権
を
持
つ
県
令
が
現
れ
決
裁
す
る
の
だ
と
い

　
う
。
こ
の
見
解
は
当
時
の
裁
判
過
程
の
復
元
の
う
え
に
提
示
さ
れ
た
点
、
よ
り
説

　
得
的
で
あ
る
。
な
お
青
木
俊
介
二
〇
一
一
は
法
律
答
問
¢
㎝
に
関
す
る
こ
れ
ま
で

　
の
訳
註
類
を
詳
し
く
検
討
し
て
お
り
、
合
わ
せ
て
参
照
願
い
た
い
。
だ
が
裁
判
過

　
程
に
関
す
る
特
段
の
言
及
は
な
く
、
本
条
の
「
齎
夫
」
を
県
令
で
は
な
く
官
奮
夫

　
と
理
解
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
本
稿
と
見
解
を
異
に
す
る
。

④
睡
虎
地
十
一
号
秦
墓
の
墓
主
喜
は
、
郡
令
史
に
転
任
し
た
の
ち
「
治
獄
」
担
当

　
と
な
っ
た
こ
と
は
既
に
触
れ
た
が
、
そ
の
こ
と
を
編
年
記
ち
は
「
喜
治
獄
郡
」

　
と
記
す
。
同
じ
編
年
記
の
喜
の
職
歴
「
爲
属
島
銭
費
」
や
山
郷
令
史
」
と
は
異
な

　
り
、
「
郡
に
獄
を
治
む
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
の
「
下
獄
」
は
官
名
で
は
な
い
。
つ

　
ま
り
善
は
令
史
身
分
の
ま
ま
治
獄
担
当
に
就
任
し
た
の
で
あ
る
（
仲
山
茂
二
〇
〇

　
　
）
。
ま
た
、
治
獄
の
文
書
様
式
集
で
あ
る
睡
虎
地
気
簡
門
蚕
糞
式
」
に
お
い
て

　
は
、
事
件
の
現
場
に
赴
き
実
況
検
分
に
当
た
る
の
は
専
ら
令
史
の
役
割
で
あ
る
。

⑤
｝
方
で
、
県
廷
の
所
在
す
る
芳
書
を
離
れ
て
み
る
と
、
既
述
の
よ
う
に
郷
に
お

　
い
て
は
郷
蕾
夫
が
告
発
を
受
理
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
だ
が
例
え
ば
県
に
司
法
専

　
門
の
「
官
」
が
存
在
し
、
そ
の
「
離
官
」
が
郷
に
派
遣
さ
れ
て
司
法
を
担
当
す
る
、

　
と
い
っ
た
形
態
は
採
ら
れ
て
い
な
い
。
本
稿
は
県
廷
と
「
官
」
の
関
係
に
終
始
し

　
た
が
、
郷
傷
夫
・
豊
富
と
の
関
係
を
も
含
め
て
よ
り
精
緻
に
県
行
政
を
捉
え
て
い

　
く
作
業
が
な
お
必
要
と
な
る
。

　
引
用
文
献

門
和
文
嗣

青
木
俊
介
二
〇
〇
五
「
黒
耶
秦
簡
に
見
え
る
県
の
部
局
組
織
に
つ
い
て
」
『
中
国
出

　
　
土
資
料
研
究
㎞
九
。

f
二
〇
一
一
「
秦
か
ら
漢
初
に
お
け
る
都
官
と
県
官
－
睡
虎
地
建
簡
「
法
律
答

　
　
問
」
九
五
簡
の
解
釈
を
通
じ
て
i
偏
噸
中
国
出
土
資
料
研
究
睡
　
【
五
。

飯
尾
秀
幸
一
九
九
二
「
中
国
古
代
国
家
に
お
け
る
在
地
支
配
機
構
成
立
の
一
側
面

　
　
一
睡
虎
地
書
簡
の
憲
夫
を
め
ぐ
っ
て
」
池
田
温
編
『
中
国
礼
法
と
日
本
律
令

　
　
制
㎞
東
京
、
東
方
書
店
。

池
田
雄
一
二
〇
〇
二
魍
中
国
古
代
の
聚
落
と
地
方
行
政
』
東
京
、
汲
古
書
院
。
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江
村
治
樹
工
O
O
O
『
春
秋
戦
国
秦
漢
時
代
出
土
文
字
資
料
の
研
究
』
東
京
、
汲
古

　
　
書
院
。

大
庭
脩
一
九
八
二
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
東
京
、
撰
文
社
。

岡
村
秀
典
二
〇
〇
四
「
都
市
形
成
の
日
中
比
較
研
究
」
考
古
学
研
究
会
編
欄
文
化
の

　
　
多
様
性
と
比
較
考
古
学
－
考
古
学
研
究
会
五
〇
周
年
記
念
論
文
集
㎞
岡
山
、

　
　
考
古
学
研
究
会
。

紙
屋
正
和
二
〇
〇
九
噌
漢
時
代
に
お
け
る
郡
県
制
の
農
開
』
京
都
、
朋
友
書
店
。

胡
平
生
二
〇
＝
　
（
佐
々
木
正
治
訳
）
「
里
耶
秦
簡
か
ら
み
る
三
朝
行
政
文
書
の
製

　
　
作
と
伝
達
」
藤
田
勝
久
・
松
原
弘
宣
編
『
東
ア
ジ
ア
出
土
資
料
と
情
報
伝
達
㎞

　
　
東
京
、
汲
古
書
院
。

佐
原
康
夫
二
〇
〇
二
『
漢
代
都
市
機
構
の
研
究
㎞
東
京
、
汲
古
書
院
。

鷹
取
祐
司
二
〇
〇
八
「
秦
漢
時
代
公
文
書
の
下
達
形
態
」
『
立
命
館
東
洋
史
学
』
三

　
　
一
。

高
村
武
幸
二
〇
〇
八
噸
漢
代
地
方
官
吏
と
辺
境
社
会
㎞
東
京
、
汲
古
書
院
。

仲
山
茂
二
〇
〇
～
「
秦
漢
時
代
の
讐
官
」
と
門
曹
」
1
県
の
部
局
組
織
－
扁

　
　
㎎
東
洋
学
報
撫
ハ
ニ
ー
四
。

濱
口
重
國
～
九
六
六
『
秦
漢
艶
話
史
の
研
究
　
下
巻
』
東
京
、
東
京
大
学
出
版
会
。

馬
彪
二
〇
＝
a
「
城
趾
と
墓
葬
に
み
え
る
楚
王
城
の
非
郡
県
治
的
性
格
」
橋
本
義

　
　
則
編
『
東
ア
ジ
ア
都
城
の
比
較
研
究
㎞
京
都
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
。

一
二
〇
一
一
b
「
型
鋼
楚
王
城
に
お
け
る
禁
苑
と
転
官
の
二
重
性
格
」
橋
本
義
則

　
　
編
四
莱
ア
ジ
ア
蔀
城
の
比
較
研
究
㎞
京
都
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
。

藤
田
勝
久
二
〇
〇
九
『
中
国
古
代
国
家
と
社
会
シ
ス
テ
ム
』
東
京
、
汲
古
書
院
。

水
間
大
輔
工
○
〇
七
「
秦
律
・
漢
律
に
お
け
る
連
坐
制
扁
四
秦
漢
刑
法
研
究
』
東
京
、

　
　
知
泉
書
館
。

富
宅
潔
一
九
九
八
「
秦
漢
時
代
の
裁
判
制
度
－
張
家
山
漢
簡
糊
奏
謙
嘗
㎞
よ
り
見

　
　
た
一
」
『
史
林
㎞
入
～
－
二
。

1
二
〇
一
〇
魍
中
国
古
代
刑
制
史
の
研
究
』
京
都
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
。

宮
崎
市
定
一
九
九
一
欄
宮
崎
市
定
全
集
　
三
隔
東
京
、
岩
波
轡
店
。

籾
山
明
二
〇
〇
六
『
中
国
古
代
訴
訟
制
度
の
研
究
㎞
京
都
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
。

吉
川
佑
資
二
〇
〇
八
「
漢
代
辺
境
に
お
け
る
素
踊
と
尉
史
」
糊
史
泉
㎞
　
一
〇
七
。

里
那
秦
簡
講
読
会
二
〇
〇
四
門
里
覇
業
簡
訳
註
」
噸
中
国
山
岡
資
料
研
究
㎞
八
。

劉
欣
寧
工
〇
一
一
「
秦
漢
律
に
お
け
る
同
居
の
連
坐
」
噸
東
洋
史
研
究
臨
七
〇
1
～
。

【
中
茎

成
一
農
二
〇
一
〇
「
中
国
古
代
地
方
城
市
形
態
研
究
現
状
評
述
」
日
中
国
史
研
究
㎞

　
　
二
〇
一
〇
1
～

楚
皇
城
考
古
発
掘
隊
一
九
八
○
「
湖
北
宜
城
楚
皇
城
勘
査
簡
報
」
門
考
古
』
～
九
八

　
　
○
－
工
。

高
恒
二
〇
〇
入
『
秦
漢
簡
猿
環
法
制
文
末
輯
考
』
北
京
、
社
会
科
学
文
献
出
版
社
。

胡
平
生
・
李
天
虹
二
〇
〇
四
『
長
江
流
域
出
土
簡
績
与
研
究
㎞
武
漢
、
湖
北
教
育
出

　
　
版
社
。

湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
等
一
九
九
四
「
9
2
雲
夢
楚
王
城
発
掘
簡
報
」
『
文
物
㎞
～

　
　
九
九
四
－
四
。

湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
編
二
〇
〇
七
『
里
郡
発
掘
報
告
』
長
沙
、
嶽
麓
戸
長
。

湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
等
二
〇
〇
三
「
湘
西
里
下
剃
代
簡
腰
選
釈
扁
㎎
中
国
歴
史

　
　
文
物
四
二
〇
〇
三
－
一
。

黄
盛
璋
一
九
八
八
「
商
水
扶
蘇
城
出
土
陶
文
及
其
相
関
問
題
」
『
中
原
文
物
h
一
九

　
　
八
八
－
一
。

李
学
勤
二
〇
〇
三
「
初
読
里
耶
書
簡
」
『
文
物
』
二
〇
〇
三
－
一
。

劉
楽
賢
二
〇
〇
七
「
里
耶
秦
簡
和
孔
準
位
漢
籍
中
的
蓮
宮
省
称
」
『
文
物
扁
二
〇
〇

　
　
七
－
九
。

劉
向
明
二
〇
〇
九
「
従
睡
虎
地
秦
簡
看
県
令
史
与
文
書
描
案
管
理
」
『
中
国
歴
史
文

　
　
物
』
二
〇
〇
九
よ
二
。

馬
治
二
〇
〇
七
「
里
耶
秦
簡
選
校
」
『
中
国
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
学
刊
臨
画
。
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戦国・秦代の県（土1＝1）

装
至
善
一
九
九
二
「
畜
夫
初
探
」
欄
古
代
文
史
研
究
新
曲
』
南
京
、
江
蘇
古
書
出
版

　
　
社
。

商
水
蛸
文
物
管
理
委
員
会
一
九
八
三
「
河
南
量
水
県
戦
国
城
趾
調
査
記
」
『
考
古
㎞

　
　
一
九
八
三
－
九
。

睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
整
理
小
組
一
九
九
〇
噸
睡
寒
地
秦
墓
竹
簡
常
北
京
、
文
物
出
版
社
。

王
換
林
二
〇
〇
七
『
里
耶
秦
簡
校
詰
㎏
北
京
、
爆
弾
出
版
社
。

孝
感
地
区
博
物
館
一
九
九
一
「
湖
北
孝
感
地
区
両
処
古
城
遺
玩
調
査
濡
濡
」
『
考
古
』

　
　
一
九
九
一
－
一
。

邪
湘
我
田
工
○
○
山
ハ
門
湖
山
嗣
牌
罷
山
田
血
耶
一
一
（
○
○
）
一
窃
刈
和
』
H
（
㊤
）
一
肖
b
O
口
万
秦
噛
順
的
文
蹴
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The　Prefecture　in　the　Warring　States　and　the　Qin　Periods：

　　　A　Study　on　the　Relationship　between　the　Prefectural

　　　　　　　　　　　　　　　　　Court　and　lts　Bureaus

by

TSUCHIGUC｝II　Fuminori

　　Excavated　materials　from　the　WarriRg　States　and　the　Qin　periods　have

revealed　the　organization　of　the　prefecture　（xian）　at　that　time．　The　Shuihudi

Qin　bamboo　strips　have　already　provided　us　much　information　about　Qin

law，　and　the　Liye　Qin　wooden　strips，　which　have　been　partially　revealed　in

recent　years，　additioRally　enabled　us　to　know　the　actual　situation　of　local

administration　during　the　Qin．

　　The　administration　of　the　xian　（prefecture）　was　basically　divided　into　two

parts；　one　was　the　xianting　（the　prefectural　court），　which　consisted　of　a

xianling　（prefect），　cheng　（assistant　prefect），　and　lingshi　（prefectural　clerk），

and　the　other　were　the　guan　（the　bureaus），　which　took　charge　of

administrative　practices　uRder　the　guidance　of　xianting．

　　This　paper　discusses　the　relationship　between　the　xianting　and　the　guan．

Previous　studies　have　coRsidered　the　xianting　and　gaan　to　be　independent

organizations　distinet　from　one　another，　and　have　emphasized　the　distance

between　the　two．　Although　there　must　have　been　some　spatial　distance，　the

xianting　and　guan　were　unified　as　aR　administrative　unit．　Therefore　we　need

to　inquire　what　were　the　conditions　that　supported　its　unification．

　　In　this　paper，　1　demonstrate　that　the　conditioR　supporting　the　idea　of　the

unity　of　the　xianting　and　guan　was　the　xianting’s　absolute　superiority　over

the　guan．

　　First，　1　focus　on　the　xianting’s　power　to　appoint　guan　officials．　Taking　on

the　role　of　leader　in　prefectural　administration，　the　xianting　supervised　the

guan，　and　had　the　power　to　appoint　guan　officiais．　The　guafzsefa，　the　chief　of

a　guan，　could　not　appoiRt　his　own　staff．　When　he　was　transferred　to　another

guan，　he　was　not　allowed　to　take　his　old　staff　to　the　new　guan．　Thus　there

were　regulations　that　helped　maintain　the　xianting　s　primacy　in　the

personnel　affairs　of　the　prefecture，　aRd　they　prevented　extension　of　the　guan’
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　　Second，　1　examine　the　joint　responsibility　of　the　xiaflting　and　guan．　The

xianting，　especia｝ly　the　xianling　and　cheng，　took　responsibility　for　any

negligence　on　the　part　of　the　guan．　But　the　xianting’s　responsibility　was

limited，　whether　the　xianting　would　take　responsibility　or　not　depended　on

the　details　of　the　negligence．

　　Third，　1　point　out　the　system　of　document　administration　was　monopolized

by　the　xiafzting．　Gttan　could　Rot　communicate　with　organizations　outside　the

prefecture，　for　instance，　they　were　not　permitted　to　send　administrative

documents　directly　to　the　1’un　（commandery）　and　bypass　the　xianting．　The

xianting　always　relayed　documents　from　the　guan，　as　it　served　as　an

intersection　in　the　documentary　administration　of　the　Qin．　Whi｝e　the　xianting

monopolized　the　routing　of　documents　to　higher　administrative　units，　the

guan　relied　heavily　on　the　xianting　for　its　documentary　communication．

　　Excavated　Qin　bamboo　strips　have　helped　define　the　relationship　between

the　xiantin．ff　and　the　gttan．　The　prefecture’s　governmental　landscape，　made

up　of　｝ocal　governmene　buildings，　has　also　now　been　disclosed．　Moreover，　it

is　now　clear　that　the　xianting’s　absolute　superiority　over　the　guan　formed　the

keynote　of　the　prefectural　administration　in　these　periods．

　　　　　　　　　　　　Building　the　Fujiwara　Capital：

An　Archaeological　Analysis　Reconstructing　the　City　Plan

by

FUKASAwA　Yoshil〈i

　　The　arckaeological　site　of　the　Fujiwara　Capital　has　long　been　iRvestigated

by　several　organizations　including　the　Nara　National　Research　lnstitute　for

Cultural　Properties，　the　Archaeological　lnstitute　of　Kashihara，　Nara

Prefecture，　the　Educational　Board　of　Kashihara　City，　the　Educational　Board

of　Sakurai　City，　and　the　Educational　Board　of　Asuka　Village．　The

archaeological　investigations　have　uncovered　new　details　about　the　ancient

city　and　palace．　This　paper　provides　the　latest　findings　from　recent

archaeological　research　and　an　archaeological　analysis　to　help　understanding
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